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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成３０年１０月２５日（木）午前９時５６分 開会 

  平成２８年１１月１５日  （午後４時１４分 閉会   

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 渡辺慎吾   副委員長 村上英明   委  員 野口 博 

  委  員 南野直司   委  員 三好義治   委  員 香川良平 

  委  員 松本暁彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市長 森山 一正  副市長 奥村良夫 

  市長公室長 山本和憲  同室次長 大橋徹之 同室参事 池上 彰 

秘書課長 妹尾智行  広報課長 古賀順也  政策推進課長 大西健一 

人事課長 浅尾耕一郎  人権女性政策課長 菰原知宏 

総務部長 井口久和  同部次長 橋本英樹   

防災管財課長 川西浩司   

建設部長 土井正治  会計管理者 牛渡長子 

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 豊田拓夫 

同局参事兼局次長 門川好博 

消防長 明原 修 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉 同局次長代理 田村信也 同局総括主査 香山叔彦 

 

１．審査案件 

  認定第１号 平成２９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第５号 平成２９年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件 
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（午前９時５６分 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、三好義治

委員を指名します。 

 先日に引き続き、認定第１号所管分の審

査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山本市長公室長。 

○山本市長公室長 おはようございます。 

 それでは、認定第１号、平成２９年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、市長公

室が所管しております事項につきまして、

決算書の事項別明細書の目を追って、その

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。 

 まず、歳入でございます。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目２民生費国庫補助金は、臨時

福祉給付金等給付事業に対する臨時福祉

給付金給付事業費補助金などでございま

す。 

 ４４ページ、款１５款府支出金、項２府

補助金、目１総務費府補助金は、人権相談

事業等にかかる総合相談事業交付金でご

ざいます。 

 ４８ページ、項３委託金、目１総務費委

託金は、大阪府からの人権啓発活動事業全

般にかかる人権啓発活動委託金でござい

ます。 

 ５０ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、人間基礎教育に係る事業へ

の一般寄附金でございます。 

 ５２ページから５４ページ、款１９諸収

入、項４雑入、目２雑入は、秘書課におけ

るＩＣ乗車カード払戻金、広報課における

広報紙広告掲載料、ホームページ広告掲載

料、人事課における退職手当水道事業及び

下水道事業会計負担金、派遣職員給与等負

担金及び臨時非常勤職員等の雇用保険個

人掛金などでございます。 

 次に、歳出でございますが、一般会計全

体にかかわります人件費関係の決算につ

きましては、決算概要２４ページの給与費

決算額調書に記載をいたしております。 

 平成２９年度に支出いたしました給与

費の総額は５０億５，５６２万６，３０３

円で、前年度に比べ５．６％、３億５１万

３，２７６円の減額となっております。 

 給与費の内訳といたしましては、報酬で

２億４，７７７万７，２９６円、給料で２

０億９，２４４万１，８０７円、職員手当

等で１８億４２７万１，３１３円、共済費

で９億１，１１３万５，８８７円の執行と

なっております。 

 給料では、前年度に比べ１．６％、３，

３２２万１，９７３円の減少となっており、

これは、平成２９年、人事院勧告による平

均０．１９％増の給与改定を行った一方で、

退職不補充等による職員数の減少が主な

要因でございます。 

 職員手当等では、前年度に比べ１１．

９％、２億４，４８２万６，３６３円の減

少となっており、これは退職手当が２億８，

５０５万６８６円の執行で、前年度に比べ

４６．２％、２億４，４８５万３，５５２

円の減少となったことが主な要因でござ

います。 

 次に、人件費以外の主な内容を一般会計

歳入歳出決算書によりご説明を申し上げ

ます。 

 まず、総務費について、ご説明いたしま

す。 

 決算書７０ページから７６ページ、款２

総務費、項１総務管理費、目１一般管理費

は、市長公室全般の事務執行にかかる経費
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のほか、非常勤職員等への賃金、秘書派遣、

人事評価システムの構築・保守、採用及び

昇任試験問題の作成や職員研修実施等に

かかる委託料、職員厚生会や職員自主研究

グループに対する補助金、各種職員研修や

全国市長会等の負担金などでございます。 

 ７６ページ、目２文書広報費は、広報せ

っつ発行及び配布にかかる経費のほか、ホ

ームページ構築や補修管理経費などでご

ざいます。 

 ７８ページから８０ページ、目４財産管

理費は、公共施設等マネジメントを推進す

るために必要な公共建築物評価手法の検

討を初めとした業務推進委託に要する経

費などでございます。 

 ８０ページ、目５企画費は、政策推進課

の事務執行にかかる経費でございます。 

 ８２ページから８４ページ、目１１女性

政策費は、男女共同参画推進協議会開催に

かかる経費のほか、啓発誌の発行等に要し

た経費でございます。 

 ８４ページ、目１２男女共同参画センタ

ー費は、男女共同参画センターにおける相

談事業や講座開催ウィズせっつカレッジ

の開催等にかかる経費のほか、活動専門員

等への賃金などでございます。 

 ９０ページ、目１７諸費は、人権啓発等

にかかる経費でございます。 

 次に、民生費について、ご説明をいたし

ます。 

 １２０ページ、款３民生費、項１社会福

祉費、目８臨時給付金等給付事業費は、臨

時福祉給付金等にかかる事務全般にかか

る経費や低所得者を対象といたしました

給付金でございます。 

 最後に、２２０ページ、（４）支出によ

る権利についてでございますが、一般財団

法人アジア太平洋人権情報センター出捐

金につきましては、各団体からの出捐金で

構成される基本財産の一部が取り崩され

たため、本市の権利につきましても、当該

出捐金割合に応じ、８万１，４１７円の減

少となったものでございます。 

 以上、市長公室の所管いたします決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 豊田総合行政委員会

事務局長。 

○豊田選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 おは

ようございます。 

 それでは、認定第１号、平成２９年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、選挙管

理委員会・監査委員会・公平委員会及び固

定資産評価審査委員会の事務局が所管い

たします項目につきまして、目を追って補

足説明させていただきます。 

 まず、歳入でございますが、４２ページ、

款１４国庫支出金、項３委託金、目１総務

費委託金の選挙費委託金は、衆議院議員総

選挙費委託金及び在外選挙人名簿登録事

務委託金でございます。 

 ６０ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち、主なものといたしまして

は、市議会議員一般選挙供託金でございま

す。 

 次に、歳出でございます。 

 ８０ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目７公平委員会費は、委員報酬及び事

務的な経費でございます。 

 ８２ページ、目８固定資産評価審査委員

会費は、委員報酬及び事務的な経費でござ

います。 

 ９８ページ、項４選挙費、目１選挙管理

委員会費は、委員報酬、職員の人件費及び

事務的な経費でございます。 

 同じく、目２市議会議員一般選挙費は、
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平成２９年９月１７日執行の市議会議員

一般選挙にかかる管理執行経費でござい

ます。 

 主なものといたしましては、投票立会人

等の報酬、職員等の人件費、選挙公営制度

交付金などでございます。 

 １００ページ、目３衆議院議員総選挙費

は、平成２９年１０月２２日執行の衆議院

議員総選挙にかかる管理執行経費でござ

います。 

 主なものといたしましては、投票立会人

等の報酬、職員等の人件費、ポスター掲示

場設営撤去委託料などでございます。 

 最後に、１０４ページ、項６監査委員費、

目１監査委員費は、委員報酬、職員の人件

費及び追録などにかかる事務的な経費で

ございます。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○渡辺慎吾委員長 次に、牛渡会計室長。 

○牛渡会計室長 おはようございます。 

 認定第１号、平成２９年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、会計室にかかる部

分につきまして、目を追って、主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書５２

ページ、款１９諸収入、項２市預金利子、

目１市預金利子は、歳計現金などにかかる

預金利子でございます。 

 続いて、歳出でございますが、決算書７

２ページ、款２総務費、項１総務管理費、

目１一般管理費の主なものとして、節１１

需用費のうち、消耗品費及び印刷製本費は、

庁内物品配布事業にかかる経費でござい

ます。 

 次に、７６ページから７９ページ、目３

会計管理費は、会計室の出納事務にかかる

経費でございます。 

 以上、まことに簡単ではございますが、

会計室が所管いたします決算内容の補足

説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 野口委員。 

○野口博委員 おはようございます。 

 時間の制約がありますので、最初に、行

革問題について、お尋ねいたします。 

 平成３０年度で、第５次行革は一応終わ

りということになります。平成２９年度の

行革の結果報告書があります。これからお

尋ねしたいと思います。 

 まず、平成２９年度の報告書に基づいて、

実施が一応２２．４％という数字がありま

すけども、そういう中身を含めて、平成２

９年度のこの取り組みについて、教えてい

ただきたいと。 

 その中で二つ目、せっつメモリアルホー

ルについて、平成２９年度、いわゆる今後

の方向について検討されたという中身が

ありますけども、その辺の中身ついて、お

知らせをいただきたいと思います。 

 以上、二つですね。 

 続いて、事務報告書の４３ページに、平

和施策推進事業の平成２９年度の取り組

み状況について紹介がありますが、平成２

９年度は、ご承知のとおり、国連を舞台に

して、初めて核兵器禁止条約が採択をされ

た年度であります。その辺のことも含めて、

摂津市として、平成２９年度の平和の施策

と、この問題を意識した取り組みについて

ということでご答弁いただきたいと思い

ます。 

 三つ目には、職員の労働条件の問題であ

ります。 

 数年前から職員の残業時間がふえてお

ります。昨年度の議論では、平成２８年度、
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５人の方が年間５００時間の残業を超え

たというお話がありましたけども、それの

残業時間の状況についてというのが一つ、

二つ目は、数年前につくった１０年間の定

員管理計画、平成２９年度の数字について、

確認をしていきたいと。 

 三つ目は、正職員と非正規職員の構成割

合について、いろんな資料を見ますと、期

限付職員だとか、再任用職員をいわゆる非

正規職員に加えた数字が、大阪府下一覧で

あります。これを見ますと、市の段階では、

摂津市は非正規率の割合が４４％という

ことで、大阪府下で市では３番目に高いと

ころまで来ておりますけども、その辺の割

合について、どう見ているのかということ

ですね。 

 それと、職員のこの仕事のボリュームに

ついて、どのように見ているのか、技術職

員募集のポスターを貼って、職員の募集を

されておりましたけども、職員採用につい

て、この行革の報告書でも、いろんな取り

組みがなされておりますけども、全体的な

取り組みと職員全体の年齢構成だとか、努

力の方向などをちょっとあわせて示して

いただきたいと。 

 次に、指定管理の問題であります。 

 先日、平成２９年度指定管理者評価結果

について、報告書をいただきました。平成

１８年度から、この摂津市においては、指

定管理者制度を導入されて、一応１０年を

超えて今日に至っております。 

 結果書を見ますと、平成２９年度は、４

３か所の施設について、１０か所がＢ評価

なんですね、普通なんです。３３か所がＡ

評価、Ｂ評価は標準を普通だという、平た

く言えば、そういう評価なんですけども、

なぜこういう、この１０か所が普通なのか

ということも含めて、この平成２９年度の

結果について、どう見ているのかというこ

とと、以前にも、最低賃金の問題について

指摘をしたこともありますけども、摂津市

のある現場で、ある年度、半年間ほど最低

賃金が守れてなかったという問題を指摘

をいたしましたけども、今年１０月から最

低賃金が９３６円、平成２９年度は９０９

円でありますけども、それの最低賃金の問

題について、いわゆる、そこで働く皆さん

方の労働者を最低賃金はちゃんと確認し

ているのかという問題について、あわせて

お尋ねいたします。 

 次に、公共施設等総合管理計画でありま

す。いわゆるＦＭの問題であります。 

 一応、専門の部署ができまして、出発し

ました。５年間かけて、いろんなものの整

備をしていくということですが、平成２９

年度は、このＦＭとして、どういう取り組

みをなされてきたのかということを最初

にご答弁いただきたいと思います。 

 最後に、パブリックコメントの問題であ

ります。 

 昨年は、いわゆる男女共同参画計画の改

定に向けての作業に関するパブコメが１

件だということで、その問題について指摘

もいたしました。 

 きょうは、ご答弁できないかもわかりま

せんけど、一応、平成２９年度、第７期せ

っつ高齢者かがやきプランの策定、障害者

施策に関する長期行動計画及び障害者福

祉計画の更新が行われましたけども、先ほ

ど言われたＦＭについても、パブコメが行

われておりますけども、まず、そういう計

画の中で、ちょっと所管が違うかもわかり

ませんけど、ご答弁できなかったら結構で

すけども、できれば、それの計画に伴うパ

ブコメで、何件あったのかというのがわか

れば教えていただきたいと。 
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 これ問題にするのは、市民参加の一つの

目安として、この小規模の自治体の中で、

いろんな計画をつくって物事を進めてい

きますけども、やっぱり、そのつくったも

のについて、市民に理解いただいて、いろ

んなご意見いただきながら、一緒に物事を

進めていくという点では、この数字的なも

のも大事な目安だと思っています。 

 できれば、政策推進課として、全体の計

画に対する市民参加の問題として、事前説

明だとか、その結果、そのパブコメについ

てご意見をたくさんいただく、こういう結

果をつくるために、計画のつくり方がどう

あるべきかということについて、きょうは

議論したいと思いますので、その辺の問題、

最初に計画についての中身がわかれば、数

字的に教えていただきたいと。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 答弁を求めます。 

 大西課長。 

○大西政策推進課長 それでは、第５次行

革の平成２９年度の総評について、ご答弁

をさせていただきます。 

 第５次行政改革実施計画の平成２９年

度の評価につきましては、８５項目中３１

項目が、実施また継続実施となっておりま

す。また、一部実施が４４項目、未実施が

１０項目という状況でございます。 

 平成２９年度の主だった取り組みにつ

きましては、平成２８年度末に未実施であ

りました各課が保有する情報を庁内で共

有化するという項目が、平成２９年度末で

は統合型ＧＩＳを導入したことにより、一

部実施となっております。 

 また、校務員業務の委託、小学校給食調

理業務の拡大などを実施するとともに、路

上喫煙禁止区域の設定や待機児童解消に

向けた取り組み、休日開庁の充実など実施

してまいりました。 

 次に、個別の項目でございますけれども、

メモリアルホールの平成２９年度の進捗

はどうなのかというお問いについて、お答

えをさせていただきます。 

 メモリアルホールの項目につきまして

は、市民課が所管となっております。我々、

政策推進課としては、この実施計画を進捗

管理する上でヒアリングをしております

が、その中で、市民課から確認がとれてお

りますのは、大阪府下の自治体にアンケー

ト調査を行ったと、このアンケート調査の

中身でございますけれども、メモリアルホ

ールなどの施設が、市直営で持っているの

かどうかとか、今後の委託についての内容

のアンケート調査があったと確認はとれ

てはおります。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 菰原課長。 

○菰原人権女性政策課長 それでは、核兵

器禁止条約の採択を受けました本市の平

和施策に関する取り組みについて、お答え

いたします。 

 先ほど、委員からありましたとおり、本

市は７月、８月を平和月間と定めまして、

さまざまなイベントを開催させていただ

きました。その中でも、イベントの中核を

なす平和コンサートを開催する際には、核

兵器禁止条約が国連で採択されたことを

受け、本市が加盟しております平和首長会

議が進める署名活動を重点的に展開する

ため、同イベントの参加者の皆様に署名用

紙をお配りするとともに、場内アナウンス

で署名の呼びかけを実施したところ、平成

２８年度の署名数は４４筆であったのが、

平成２９年度は１５３筆と多くの署名を

集めることができました。この署名につき

ましては、平和首長会議を通じまして、国
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連へと市民の平和の願いを届けさせてい

ただいた次第でございます。 

 また、今年度は、年度当初の市政運営の

基本方針の中にも、核兵器禁止条約が採択

された初年度ということもありますので、

重点的に取り組むと明言させていただき

まして、各公民館にも署名コーナーを設置

するとともに、平和イベントを共催する世

界人権宣言摂津連絡会議とともに、署名活

動を重点的に取り組んでおる次第でござ

います。 

 今後も、戦後７３年を迎えまして、戦争

体験を実際に体験された方がいなくなる

時代が迫ってまいりますので、戦争体験の

風化を避けるために、平和施策を推進して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、３番目のご質

問に答弁をさせていただきます。 

 まず、残業の問題ということで、経年で

ご報告をさせていただいております。５０

０時間を超える残業があった職員が平成

２８年度に５名ということで報告をさせ

ていただいておりまして、昨年度の結果で

ございますけれども、１０名ほどが５００

時間を超えているというような状況でご

ざいます。 

 それから、定員管理の関係でございます。 

 事務報告書のほうで、年度末の職員数と

いうことで、ご報告をさせていただいてお

ります。前年度が、トータルで６６５名と

いうことで報告をさせていただいており

まして、昨年度の結果につきましては６５

６名ということで、９名ほどが減というこ

とになってございます。 

 この内訳につきましては、保育所の民営

化等により保育士の減少があったこと、そ

れから、技能労務職の職場において減があ

ったことが主な要因ということでござい

ます。 

 それから、正規職員、非正規職員の割合

のご質問がございました。任期付、再任用

短時間、これは非正規職員と見て４４％と

いう話でございましたけれども、我々とち

ょっと集計の仕方は異なるんですけれど

も、この正規職員、非正規職員の部分につ

きましては、この数年間、やはり少しずつ

ふえてきているという状況にございます。

この部分につきましては、非正規職員の方、

非常勤職員の方が、主には外部の職場のほ

うに多くが在籍をしているということで

ございまして、このあたりは少しずつ減ら

していく方向では考えているところでご

ざいますけれども、これ以上ふえることの

ないようにということで、取り組んでまい

りたいと考えているところでございます。 

 それから、年齢構成を含め、職員数の部

分、採用の部分ということで、お問いがご

ざいました。 

 年齢構成につきましては、１０年、５年

前と比べまして、各年代の職員というのが、

バランスがとれてきているという状況に

はございます。特に不足している年代とい

うのは、現時点ではないかなと見ていると

ころでございます。 

 採用の部分でございますけれども、以前

にもご報告をさせていただいたと思いま

すけれども、技術職の職員の部分で、採用

で少し思うように応募の状況であったり、

合格者が出せていないということが過去

数年ございます。 

 採用につきましては、この技術職の応募

者数をやはりふやさないといけないとい

うことでございまして、昨年度につきまし

ては、大学のほうに訪問をしていたところ
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をちょっと拡大して、ふやして訪問しなが

ら、採用試験の案内、職の案内ということ

を実施してきております。 

 このほか、訪問できていない大学につき

ましても、技術系の学部がある大学等につ

きましては、郵送、また個別に電話でご案

内をさせていただくというようなことで、

受験者の拡大に努めている状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 指定管理者制度に

おけるご質問について、お答えをさせてい

ただきます。 

 平成２９年度の指定管理者制度を導入

している施設の全般的な評価につきまし

ては、平成２８年度と比較いたしまして、

ＢからＡに移行しましたのが、別府コミュ

ニティセンターを初めとする１５施設で

ございます。 

 全体の傾向といたしましては、利用者様

からの要望や意見収集について、新たな手

法で取り組まれた施設がふえ、情報収集の

評価項目で前年度の評価点より上回って

いる施設が見受けられました。 

 また、福祉施設におきましても、利用者

サービス向上につながる新たな取り組み

を開始したり、経費節減においても、新た

な改善が図られております。 

 また、労働条件の部分のご質問について

でございますけれども、指定管理者につき

ましては、選定の段階で、過去の実績や収

支計画を初め、法令にのっとり、しっかり

と業務を遂行する団体かどうかの確認を

行っております。また、業者指定のおりに

締結いたします協定書においても、各種労

働関係法令の遵守することを規定してお

ります。 

 なお、毎年度実施しております指定管理

者評価の評価項目に法令協定書等の遵守

を設定しており、改善等があれば、是正指

示等を行うこととしております。それぞれ

の各段階で、市としてしっかりと関与し、

指定管理者における法令遵守の徹底を推

進しているところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 池上市長公室参事。 

○池上市長公室参事 それでは、公共施設

等総合管理計画、ＦＭ推進について、ご答

弁申し上げます。 

 まず、平成２９年度の取り組みでござい

ますけれども、平成２８年度に公共施設等

総合管理計画を策定いたしまして、平成２

９年度から計画がスタートしております。 

 平成２９年度は、公共施設等総合管理計

画を確実に実行していくための道具立て、

また、基礎づくりとしまして、図面や修繕

履歴など施設情報を一元化するためのシ

ステムの検討、施設点検マニュアルの整備、

公共建築物の評価手法の検討、人材育成、

課題抽出を行うため、施設所管課を中心と

して設置しましたＦＭ連絡会の開催、施設

点検研修の実施、先進事例の調査等を行っ

ております。 

○渡辺慎吾委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 パブリックコメン

トの件数について、わかる部分だけにはな

りますけれども、第７期摂津市高齢者かが

やきプランについては１０件となってお

ります。こちらのほうが、前年度実施した

パブリックコメントで一番多い件数と確

認はとれております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 そしたら、順番に２回目の

質問に入ります。 
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 第５次行革の関係です。 

 お答えあったように、昨年度は、行革の

中身として、前日も冒頭に申し上げました

けども、市民との関係で言えば、いわゆる

民間委託の拡大とか、市民サービスコーナ

ーの廃止だとか、高齢者インフルエンザ予

防接種自己負担金１，０００円から１，５

００円にということなどが、一つは行われ

ております。 

 これまで行革の問題については、本来の

役割という意味では、市民の使い勝手をよ

くするために行うべきだということを申

し上げてきました。本市としても、行革の

最大の目玉は職員の削減ということで、こ

の間行われてきてましたけども、そろそろ

限界にきていると。数年前に立てた職員の

定員管理計画も、全体としては、ぎりぎり

にきてるという状況だと思いますけども、

そんな中で、これからこういう行革をどう

進めるかということで、市としては、経営

戦略に変更していくという中で方針があ

りますが、この平成２９年度、その前年も

含めて、いわゆる、いろんな制度について、

非課税かどうかということを一通りの基

準にして制度の見直しが行われてきてお

りますけども、その関係でちょっと再質問

になりますが、非課税基準が数年前に比べ

てどうなっているのかということをきち

っと見ていただきたいと。どんどん生活保

護の基準も切り下げられて、自動的に非課

税の基準も下がってきているわけであり

ます。 

 例えば、貧困ライン、成人の方が１年間

に、いわゆる可処分所得について、中央値

の半分ということで、それ以下を貧困ライ

ンと言いますけども、この成人の方一人の

１年間の貧困ラインが、例えば国の資料で

ありますけども、１９９９年と２０１０年

では、１５７万円から１３３万円というこ

とで、大幅に減っているわけです。非課税

基準が見直されているということは、これ

までさまざまな制度を受けていた方々が

受けれなくなるというのは、実際そうなる

わけであります。 

 そんな中で、これまで私どもとしては、

この福祉医療制度について、大阪府下の資

料も示しながら、少なくとも、子育て支援

の目玉として頑張っているわけで、この所

得制限なしで１８歳、また２２歳まで拡大

する一方で、その制度についても、入院時

食事療養費について、非課税世帯に限ると

いう、そういう方針を強行したわけであり

ます。 

 一方では、所得制限を撤廃し、一方では、

この非課税基準を導入していくという、こ

の奇妙な関係で、制度の見直しを行ってお

ります。 

 ちなみに、子どもの医療費の問題で、入

院時食事療養費の助成がないのが、河内長

野市、箕面市、四條畷市、茨木市、吹田市、

５市であります。摂津市のように一部助成

が、大阪市と摂津市だけであります。いわ

ゆる７市以外は、もう全部、入院した場合

の食事代については全て１００％助成し

ているわけであります。 

 こういう点からして、この非課税かどう

かで物事を見直していくということにつ

いて、理論的にどう考えているのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 メモリアルホールの問題であります。 

 結果、そのアンケートをとられて、どう

だったのかということが問われていくと

思っています。いろんな見方が当然あると

思いますけども、市内のこの葬儀関係業者

との懇談も当然あると思いますけども、今

後こういう自治体のアンケートを行った
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と、これで検証、評価も当然していくだろ

うと思いますけども、これからどういう方

向で見直していくのかと。行革上は、民間

に委託できないかと、民営化できないかと

いうことで、今探ろうとしておりますけど

も、そういう問題について、ちょっと今の

現状問題、簡単にお答えいただきたいと。 

 平和の問題であります。 

 この間、頑張って取り組みをしていただ

いたことは承知しております。毎年の平和

行進にも、なかなか近隣各市の首長は参加

しない中で、毎年、市長を含めて激励の挨

拶もいただくという取り組みを対応なさ

っておりますので、そういう点では、府下

の中でも評価は高いと思っておりますが、

状況としては、おっしゃったように、昨年

の核兵器禁止条約の採択を受けて、国内外

的に動きが広まっています。 

 平和首長会議、少し触れますけども、日

本国内で１，７４１市区町村中、１，７３

０の自治体が加盟しておりまして、９９．

４％になります。 

 そこで、今おっしゃったような核兵器禁

止条約が採択された初年度ということで、

１，０００に迫る署名を摂津市も取り組ん

でおりますし、この間、日本原水爆被害者

団体協議会を含め取り組んでいる一つと

して、ヒバクシャ国際署名があります。 

 先日、国内で集まったこの署名８３０万

人、日本原水爆被害者団体協議会として、

国連の関係機関、軍縮・国際安全保障委員

会に８３０万人集まったという署名の目

録を提出するなど、昨年の７月の国連の舞

台を含めて、大きく広がっておりますので、

一層、市としても、この動きを市民的に広

げていただきたいと思っております。 

 そういう点で、改めて、どういうことを

お考えなのか、簡単に考え方を示していた

だきたいと。 

 ちなみに、この核兵器禁止条約の問題に

ついて、世界の動きとしては、６９か国が

今署名をしています。批准したのが１９か

国であります。５０か国が批准すれば、条

約として発効しますので、これに向けて、

今取り組みが始まっているということを

紹介しておきます。 

 職員の問題であります。 

 残業時間の問題、逆にふえているという、

この意味ですね。どのように理解したらい

いのかですね。ずっと平均残業時間もお答

えいただいておりますけども、平均もふえ

ています。その中で、昨年、一昨年は５０

０時間が５人だったと、これびっくりした

んですけども、いろいろ検討して頑張ると

お答えだったと思うんですけども、しかし、

結果は１年後に、逆に倍ふえているという、

この実態をどう見るかということをちょ

っとお答えいただきたいと。その辺の改善

策も含めて、お答えいただければと思いま

す。 

 職員の構成問題であります。 

 先ほど、摂津市も含めて、府下関係自治

体にアンケート調査をお願いして、一覧が

できておりますけども、申しがたいように、

再任用と任期付部分を非正規に換算した

ら４４％ということで、大阪府内の市で見

ますと、１番が河内長野市４９％、２番が

四條畷市で、３番が摂津市ということであ

ります。 

 １０年間見ても、ご承知のとおり、この

正規職員は当然最高９０４名だったのが、

今６５０名前後でありますけども、正規職

員と非正規職員を合わせますと、平成１０

年度からの資料がありますけども、合わせ

て１，０５８名が、平成２９年４月１日で

は１，１０４名とふえているわけでありま
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す。 

 先ほど、いろいろ数字的には削減努力を

するとおっしゃったんだけども、この全体

の流れとしては、自治体の公的な職場に、

正規職員じゃない方々をどんどんふやし

ていくというのが、今広がっておりますけ

ども、その速度が摂津市は早いということ

が、数字的には僕言えると思っています。

その辺のこの問題について、どのように見

ているのかということも、あわせてお尋ね

しておきます。 

 当然、１０年間の定員管理計画の問題も

ありますけども、その辺でどう考えている

のか。心配しているのは、現況部分で１

０％削減します。これが１０年後は、今の

ところは平成３７年度であります。技能労

務職が７８名から３６名ということで計

画がありますけども、ある職場では、もう

技能労務職の正職員がゼロになるという

ことも出ておりますけども、正規職員がだ

んだん少なくなって、給食調理業務なんか

では、この正規職員の方々が定年退職した

ら、そこで民間に委託を拡大していくとい

うことでやっておりますけども、全ての職

場がそうなった場合、コーディネートは市

の職員はするけれども、現場の技術は、全

然習得できない状況の中で、そういう状況

になるわけで、その辺のいわゆる税金で運

営される地方自治体の現場で、そういう状

態になることについて、どういう見解をお

持ちなのか、ちょっとあわせてお尋ねして

おきます。 

 採用問題で、この行革の報告書では、お

答えあったように、大学訪問なども広げた

という話でありますけども、昔は、職員が

地方に行って、企業まで行って、いわゆる

青田買いといいますか、ぜひ来てほしいと

いうことで、今は、地方自治体での採用も

競争が激しいですから、そんな中で、地域

立ての問題だとか含めて、いろんな労働条

件を見た場合に、なかなか摂津市は選択の

範囲としてもきついということもあるか

と思いますけども、そういう面での努力の

中身といいますか、その辺があれば、ちょ

っとあわせて答弁していただきたいと思

います。 

 指定管理者制度の問題については、大体

わかりましたけども、要は、指定管理者制

度の導入目的ね、経費削減とサービス向上

ということが題目のように言われてきま

したけども、１０年たって、何がよくて、

どういう改善が必要なのかというのが、問

題点が一定あると思っています。 

 単純な質問としては、そういう題目で出

発して１０年たちましたけども、１０か所、

約２０％、５分の１は、普通の評価になる

のかなと。その評価の仕方はいろいろある

と思いますけども、その表面的に見て、大

変申しわけないんですけども、その辺の結

果について、どう見ているのかということ

と、条件問題で、労働法令などの遵守につ

いて、協定書でちゃんとするとはおっしゃ

ってますけども、確実に、その中身につい

て、少なくとも最低賃金の問題については

確認してほしいということの質問であり

ますので、その辺をどうするか、改めてお

答えいただきたいと思います。 

 公共施設等総合管理計画の問題であり

ます。 

 今、いろいろ難しい面があって、苦労さ

れていると思いますけども、お答えにあっ

た２年目、最初の年として取り組んだ平成

２９年度のこのＦＭ連絡会というんです

か。いろんなその庁内組織がありますけど

も、取り組み方について、少し教えていた

だきたいと思います。 
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 組織体制と予算化プロセスの中で、庁内

の連絡体制の一つとして、ＦＭ連絡会とい

うのがあります。それをつくって活動され

たという話でありますけども、その辺の問

題について、少し紹介していただきたいと。

５年間で、基本的な取り組みを行って、予

算化に向けて事を進めていく計画であり

ますけども、公共施設について、市民の

方々が公共施設を利用されているという

関係からすれば、市民活動の活発化のバロ

メーターでもありますので、そこで利用さ

れている市民の方々のご意見をいつ聞く

のかという問題もありますので、これまで

も議論してきました、市民との合意形成に

ついて、今時点で、どう考えているのかと

いうことも、教えていただきたいと思いま

す。 

 最後に、パブリックコメントの問題であ

ります。 

 第７期せっつ高齢者かがやきプランが

多くて１０件あったという話であります。

ほかがどうなのかちょっとわかりません

けども、先ほどちょっと申し上げたＦＭの

パブリックコメントも、旧三宅小学校関連

の１件だけであります。先ほど質問したの

は、数もそうなんですけども、計画をつく

る過程の中で、市民参加をどう考えるかと

いうことの一つとして、パブリックコメン

トもいただいて、それで最終的に策定をし

ていくという過程の中で、いかにパブリッ

クコメントの件数をふやしていくかとい

う努力について、いわゆるマニュアルなり

精緻化することも、ぜひ考えていただきた

いと。 

 市の職員として、小規模の自治体ですか

ら、いろんなノウハウとか人材関係を持っ

ていると思いますけども、つくった計画の

つくり方もそうでありますけども、つくっ

た計画について、きちっと説明の場面をつ

くって、そして、ちゃんと意見をいただく

と。いただいた意見に基づいて、採点をま

とめていくという流れをちゃんとつくっ

ていくことが摂津市にとって大事だと僕

は思っています。そういうことについて、

きょうは、その初めての議論でありますの

で、今後の方向として、そういう問題につ

いて、どうお考えなのか、これちょっと公

室のほうからご答弁いただきましょうか

な。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 今後ということに関

して、ちょっと答えにくいこともあると思

いますけど、とりあえず答えられる範囲で

答えてください。 

 大西課長。 

○大西政策推進課長 野口委員の行革に

ついてのご質問にお答えをさせていただ

きます。 

 所得制限というお話がございました。第

５次の行政改革実施計画におきましては、

基本方針としまして、人口減少、少子高齢

化が進捗する中、限りある資源を必要な行

政サービスの創出にシフトし、持続可能な

ものとして、将来世代に引き継いでいくこ

ととしております。その考えに基づきまし

て、各種制度設計や制度を見直す際には、

それぞれの制度ごとに、その目的や性質、

多制度とのバランスや公平性、また、財源

やこれまでの経過などさまざまな要素を

十分に考慮して、最小の経費で最大の効果

を上げることができるよう検討する必要

があると考えてはおります。 

 また、現行革におきまして、未実施とな

っている１０項目、メモリアルホールの項

目などにつきましては、今年度も継続して、

課題認識を持って、引き続き、実施に向け



- 13 - 

 

た検討をしていくべきものだと考えてお

ります。 

 しかしながら、個別項目によっては、社

会情勢の変化などにより、取り組みの方向

性や手段、手法の変更などを検討する必要

性も生じてくるものだと考えております。 

 今後につきましては、第５次行革の総括

であったり、計画行政のあり方の見直しを

進めておりますので、その中で、個別項目

についても、今後の具体的な方向性につい

て、担当課とも十分に協議して、検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 菰原課長。 

○菰原人権女性政策課長 それでは、２回

目の質問ということで、核兵器廃絶に向け

た署名がふえている中での、今後の平和施

策のあり方について、ご答弁申し上げます。 

 先ほど、１回目に触れさせていただきま

したとおり、戦後７０年以上がたっている

ことを踏まえ、また、今年度は、世界人権

宣言７０周年ということもありまして、改

めて平和の大切さ、戦争の悲惨さを実感し

ていただくようなイベントを開催してい

きたいと思っております。そういう戦争体

験等を実感していただくと、また、この核

兵器禁止条約に向けた署名の必要性をよ

り強く感じていただけるかなと思ってお

ります。ですので、今年度は、この平和の

イベントについては、実際に戦争体験をさ

れた方を講師にお招きしたり、また、厚生

労働省の所管になりますが、被爆体験伝承

者の派遣事業等を利用させていただきま

して、被爆体験を伝承した方からご講義い

ただきまして、平和の大切さ等の市民の思

いを醸成させていただいているところで

ございます。 

 今後も、本市が加盟しております平和首

長会議、こちらは、広島市、長崎市といっ

た唯一の被爆都市が主宰しているところ

でございますけども、それと連携した取り

組みを摂津市は推進してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 初めに、１回目のときに、

最低賃金のご質問がございまして、この部

分の答弁がちょっと漏れておりましたの

で、その部分の答弁を先にさせていただき

たいと思います。 

 最低賃金につきましては、毎年秋口に公

表がございます。本市においても、この最

低賃金の影響がある非常勤職員の方が一

部でございます。毎年のことにはなります

けれども、この部分については、遅滞なく

適切に対応させていただき、賃金の増とい

うことで対応させていただいている状況

でございます。 

 それから、２回目のご質問の部分でござ

います。残業時間が５００時間を超える職

員の増の意味合いというか、分析の部分で

ございます。 

 昨年、答弁をさせていただきました際に、

残業時間が５００時間を超える職員が各

部署で、主な要因としては、欠員であった

り採用がちょっとうまくいかなかったと

いうようなことでご説明をさせていただ

いております。 

 昨年度のこの１０名の状況でございま

すけれども、少し要因が異なりますけれど

も、主な要因として確認をさせていただい

ている中では、昨年、大きな制度改正がご

ざいました。これへの対応ということで、

制度改正ということになりますと、職員間

でなかなか業務の平準化というところが

難しい部分もあったのかなということで
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見ておりますけれども、この知識であった

り経験、これを有する職員が、この制度改

正に中心になって当たっていただいてい

ると、そういうようなことから、５００時

間を超える職員というのがふえている状

況になるかなと。 

 あと、別の要因としましては、福祉部門

のほうで、虐待等によるケース対応で、相

当時間を要したというようなこともござ

います。また、訴訟等もあったということ

で聞いておりますので、このあたりの対応

で、年度当初に想定をしていたよりも少し

時間がかかってしまったというような状

況がございます。 

 改善策ということでお問いがございま

したけれども、昨年度、時間外がふえてい

る状況を踏まえまして、また、週休日に出

勤をする職員というのも一定ふえてきて

いるという現状もございましたことから、

今年度からの取り組みということにはな

るんですが、週休日の振りかえを基本とす

るこの指針の策定ということに昨年は取

り組みまして、庁内で議論をしながら、今

年度取り組んでいるという状況でござい

ます。 

 それから、２番目の正規職員、非正規職

員の割合の件のお問いでございます。 

 問題をどう見ているかというところで

ございますが、１回目のときにも答弁をさ

せていただきましたけれども、この非常勤

の職員の割合がふえていくということが、

決して望ましいということで思っている

わけではございませんでして、このあたり

については、これ以上ふえないようにとい

うことで考えておりますけれども、先ほど

も答弁をさせていただきました外部の職

場に、相当な割合の非常勤職員の方がおら

れます。行革の中で、委託であったり、民

営化ということも取り組んでいるところ

でございますので、このあたりで、少し削

減が見込まれるかなと思っております。 

 委託化につきましては、市民サービスの

維持ですとか、効果の検証、このあたりを

きっちりと行いながら、慎重に行っていく

必要があるかなと思っております。 

 定員管理の件でもお問いがございまし

て、技能労務職の部分で、退職がゼロまで

なのかどうかというお問いでございます

けれども、長期的な方針というか、そこま

ではまだ現段階で決まっているわけでは

ございません。定員管理の中で、技能労務

職の退職の減を見込んでいる部分という

ことで、この期間内については、委託であ

ったり、民営化ということで対応をしてい

く方針であるということで、考えてござい

ます。 

 それから、技術職の採用の関係、努力の

中身ということでございますけれども、昨

年から大学等へのアプローチも少しふや

しているという状況のほかに、現在は、や

はり応募の際には、インターネットを介し

て各所検索をされるというような事情も

ございます。ホームページの職員採用のペ

ージについて見直しを行う、そういうこと

も実施をいたしておりまして、市に勤める

技術職の方のやりがいの部分であるとか、

実際の業務の内容、どういうことに取り組

んでいるのか、どういう思いで仕事に取り

組んでいるか、そういうようなこともご紹

介をしながら、応募者増につながるような

ことで考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 指定管理者制度に

ついての２回目のご質問について、お答え

をさせていただきます。 
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 指定管理者制度、１０年を振り返って、

どのような課題を認識しているのかとい

うご質問だったとは思いますけれども、先

ほど、ご質問いただいております指定管理

者のＢ評価に関しましては、一定普通とい

う評価基準というような形にはなってお

りますけれども、こちらにつきましては、

施設所管課が要求する水準を満たしてい

るということが前提となりますから、Ｂ評

価の施設につきましても、指定管理者制度

導入による効果はあったと認識はしてお

ります。 

 ただ一方、委員のご指摘のとおり、評価

について、報告書のシートのつくり方であ

ったり、評価の視点という部分につきまし

て、やはり少し改善をしていくべきではな

いかなと私どもとしては考えております。 

 そこで、指定管理者が平成３１年度から

新たな更新となりますので、平成３１年度

からの評価につきましては、評価シートを

含めて、先ほどご指摘いただいております

労働条件はどういうところでチェックし

ていくのか、その辺も含めて、見直しを図

ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 池上市長公室参事。 

○池上市長公室参事 それでは、公共施設

等総合管理計画の件につきまして、ご答弁

をさせていただきます。 

 まず、ＦＭ連絡会の取り組みということ

でございますけれども、公共施設等総合管

理計画を推進していくためには、市全体で、

やはり取り組んでいかなければならない

ということで、職員間の情報共有、各課の

情報共有、また技術の向上、そういったも

のを目的にＦＭ連絡会というものを立ち

上げまして、その中で情報共有等を図って

おるところでございます。 

 昨年、平成２９年度の取り組みといたし

ましては、年４回開催いたしまして、計１

２５名が参加いたしております。公共施設

等総合管理計画の策定後の取り組みであ

りますとか、施設点検に基づく修繕の優先

度評価の考え方、また、ＦＭに関する情報

の有効活用等について、説明、協議を行っ

ております。 

 また、各回テーマを設けまして、グルー

プディスカッションを行いまして、それぞ

れ意見交換を行っております。そのほか、

昨年の３月の２日間、庁舎におきまして、

施設点検研修も実施しております。そうい

った活動を通じて、市全体でＦＭを推進し

ていきたいと考えております。 

 それと、２０２２年までの５年間につい

てですけれど、予算化といいますか、その

辺のお問いでしたけれども、公共施設等総

合管理計画で示させていただいておりま

すのは、今後４０年間の更新費用ですね。

それが１，０２８億円と示されております

けれども、その第一のピークが２０２２年

にくるということになっております。その

分を見込みまして、もう一度、更新にかか

る試算につきまして、条件をもう少し整え

まして、精査して、今後にかかる更新費用

等の試算を行います。そこから、全体的な

縮減でありますとか、平準化を図っていこ

うと考えて取り組んでいこうとしている

ところでございます。 

 それと、公共施設の利用者の意見等につ

いてでございますけれども、まず、この計

画の策定、今求められております公共施設

等総合管理計画の見直しでありますとか、

用途ごとの個別計画でありますとか、そう

いったものにつきまして、現在、取り組ん

でおるところでございますけれども、ある

程度計画ができてきた段階で、お示しさせ
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ていただいて、パブリックコメント等をと

らせていただいて、その中で出たご意見を

また反映させていきたいと考えておりま

す。 

 それと、あと将来的といいますか、個々

の施設について、今後どうしていくのだと

いうようなことになりましたら、これはま

た直接、市民でありますとか、利用者に影

響を与えることも考えられますので、その

場合につきましては、利用者や市民の方の

ご意見をお伺いしながら、計画というか、

今後の施設のあり方について考えてきた

いと考えております。 

○渡辺慎吾委員長 山本公室長。 

○山本市長公室長 各種計画のパブリッ

クコメントについてのご質問でございま

す。 

 委員からご質問のありました各種福祉

関係の事業実施計画におきましては、一般

的には、策定の経過のご説明をさせていた

だきますと、まず、市民の方々、関係者の

方々のニーズを把握するために、調査をし

ている場合が多いことがございます。その

ニーズ、調査結果をもとに、検討委員会と

申しますか、審議会と申しますか、そちら

のほうで、策定について種々議論をしてい

ただいていると。そのメンバーの中には、

そのサービスに係る関係者の方々である

とか、また市域全体を管轄しておられる各

種団体の方々であるとか、大半が市民の方

が審議会に入っておられると。市の職員に

ついては、その会については、少数で一人

及び二人ぐらいの状況が現状かと思いま

す。 

 その計画をつくる際に、庁内でいろいろ

議論をするというのは、当然、庁内の職員

で、職階に応じて議論をしておるというこ

とでございますので、パブリックコメント

に届くまでに、たくさんの市民の方のご意

見を聞き、また、策定においては、各種団

体等々のご意見を聞き、パブリックコメン

トまで達しているというのが現状かと思

います。 

 その中で、我々といたしましては、現状

のやり方でたくさんの関係者、市民の方々

のご意見を反映した計画がパブリックコ

メントまでにでき上がっているものであ

るという認識はいたしております。 

 ただ、委員がおっしゃいます件数につい

て、パブリックコメントの件数が非常に少

ないというのは、委員からもありましたよ

うに、我々としても感じるところがござい

ますので、やはり、その期間でございます

とか、書類を配布する施設の場所でござい

ますとか、また、パブリックコメントの内

容をいただく手法でありますとか、その辺

につきまして、まだまだ我々努力が足りな

いところがあるかもわかりませんので、そ

のあたりについて、改善すべきがあるかな

いか、それぞれの計画をつくる担当部もご

ざいますので、そのあたりの意見も聞きな

がら、今後検討べきは検討していきたいと

思っております。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 一応、最初の行革の問題で

あります。 

 平成３０年度で第５次行革は一応終わ

りになります。これから違った形で、方針

が枠も決められて取り組んでいくだろう

と思いますけども、先日議論した、やっぱ

り摂津市民の生活実態といいますか、今、

社会的にご承知のとおり、貧困と格差がど

んどん広がっています。そんな中で、少な

くとも他市でやっている問題について、少

ない予算で済む問題、例えば、入院時食事

療養費について、年間４００万円の予算が
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あれば、今までどおり全て対応できるわけ

で、そういう点を見ても、この両極端の取

り組み方があるわけで、全体の状況も踏ま

えて、ぜひこういう非課税かどうかで物事

を決めるという考え方については、やめて

ほしいということを強く申し上げておき

たいと思います。 

 改めて、やっぱり、これから経営戦略を

立てていくわけで、自治体としては、市民

の暮らし第一でありますので、実態につい

て、やっぱり認識を深める努力をしていた

だきたいということを改めて強調してお

きたいと思います。 

 平和の問題であります。もうくどくど言

いませんけども、より頑張っていただいて、

これまでのこの取り組み状況をきちんと

議論していただいて、世界的に、今おっし

ゃっている方向で動いているわけであり

ます。朝鮮半島の動きもご承知のとおり、

南北問題だとか米朝首脳会議等々ある中

で、新たな情勢が大きく変わろうとしてお

りますので、でも、国と国との関係であり

ますから、そう簡単にいかない部分もあり

ますけども、首脳同士が約束して、物事は

進もうとしておりますので、そういう大き

な国際的な情勢も変わってきてますので、

そんな中で、自治体として、日本政府に対

して、この禁止条約について参加しません

でしたので、それに対してどういう行動、

ものを言っていくのかという立場で、この

摂津市の地で頑張っていただきたいとい

うことを申し上げておきます。 

 職員の問題であります。 

 なかなかわからんのです。何で残業時間

が５００時間を超える職員が倍になるの

かという問題、確かに、法律が変わって、

条例等の改正があれば、残業時間がふえる

かもわかりませんけども、その条例を整理

する部署で、中でも、限った方しか仕事を

しないという、この問題について、どうな

のかということが、僕はあると思っていま

す。 

 結果として、表面的には１０人、倍にな

ったということを、やっぱり重く受けとめ

ていただいて、何とか改善を図っていただ

きたいと、ほかの自治体は知りませんけど

も、やっぱり異常な事態が広がっていると

いうことも一つだと思っておりますので、

早く改善できるように結果をつくってい

ただきたいということで、申し上げておき

ます。 

 構成割合については、お話があったよう

に、僕としては、やっぱりより多くの方々

が正規職員として頑張っていただくと、正

規職員の方々がいろんな法令の問題につ

いても遵守をして、責任を持って仕事をす

るわけで、そんな環境の中で、あとバラン

スがありますから、少なくとも、大阪府下

でナンバー３という、悪いほうからですよ、

この状態がいいのかという問題はあると

思いますので、いろんな議論もしていただ

きながら、やっぱり、いかに正規職員をふ

やしていくのかという、職場でも行革の最

大の目玉が職員削減でありましたけども、

それではあかんわけで、やっぱり、その定

員問題についても、いろいろ政策決定する

場面で議論していただきたいということ

を強く申し上げておきたいと思います。 

 それと、資料として、この年齢別の職員

構成ですね、数字をいただきたいと思いま

すので、また委員長、よろしくお願いいた

します。 

 指定管理の問題であります。 

 改善方法が述べられましたけども、もう

少しわかりやすくシートの改善も行うと

いうことをおっしゃっていますけども、こ
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れ見ても、なかなか理解できないと。結果

として、この全体評価で５段階ありますの

で、普通のＢが何でこうなるのかという議

論しかできないわけで、もう少し議論しや

すい方向で改善を図っていただきたいと

いうことと、労働条件の問題について、法

令遵守の協定書を結ぶけど、具体的な問題

については、なかなか確認してないという

ことわかりますので、再度申し上げますけ

ども、最低賃金の問題等については、きち

っと委託業者と従業員の関係はどうなっ

ているのか確認していただきたいという

ことを強く申し上げておきたいと思いま

す。 

 ＦＭです。なかなかこれから、計画上は

１，０２８億円かかるという話であり大変

だと思いますけども、その辺をどう公共施

設の耐用年数をどんどんふやしながら、公

共施設のあり方をきちんと、部分的にも、

地域全体としても確認しながら作業を進

めていくと、そこで、当然市民がなければ

物事は進みませんので、これから５年間を

経て進めることになりますけども、きちっ

と、市民を巻き込んで、丁寧な組織づくり

をしていただいて、摂津市の取り組み方針

もして述べながら、喧々諤々の議論してい

ただきたいと、その中で結論を生み出して

ほしいということをしなければ、また後々

いろんな問題が起きる可能性が大ですの

で、その点、よろしくお願いしておきたい

と思います。 

 それと１点だけ、この５年間の基本的な

取り組みの中で、どういう完成系になるの

か、ちょっと決算審査の中で悪いですけど

も、簡単にもう説明をいただきたいと。 

 ５年間の基礎的な取り組みの中で、どう

いう完成性でつくって、次に進むんだとい

う、その辺のイメージとしてわかれば教え

ていただきたいと。 

 最後のパブリックコメントの問題であ

ります。 

 流れとしてわかるわけです。努力も当然

わかっているわけで、皆さんも日々暮らし

忙しいので、なかなかパブコメという部分

で、参加して読んで、書くことが難しいと

思います。 

 昔、意見書ということで言いますと、吹

田操車場跡地への梅田貨物駅全面移転の

計画があったときに、その計画案に対する

意見書がたくさん出ました。僕らも、当然

一緒に説明会を何回も開きましたけども、

そういう点では、委員という立場で、協力

することも大事かなと思っておりますけ

ども、説明をちゃんとすればパブコメの件

数もふえるわけであります。それまでの間

で、いろんな方々の意見が聞けますから、

議論されたと思っておりますけども、しか

し、各計画を見た場合に、実現が難しいの

が多いと思います。さみしいのは、やっぱ

り汗かいていただきたいのと、精緻化して

いただいて、素案ができたら、パブコメに

向けて説明会をちゃんと開いていただき

たいと。しんどいけれども、ちゃんと開い

ていただいて、参加者が意見を挙げていく

という、この流れをぜひつくっていただき

たいということは、検討課題として強調し

ておきたいと思います。 

 市長公室長も感じるところはあると言

っておりますけども、強く感じでいただい

て、やっぱりそういうところを踏んでいた

だきたいということを強く申し上げてお

きます。 

 以上で終わります。 

○渡辺慎吾委員長 資料請求がありまし

たので、後日の提出をお願いします。 

 答弁を求めます。 
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池上市長公室参事。 

○池上市長公室参事 それでは、ＦＭ推進

に関しまして、どのようなことを描いて取

り組みを進めているのかということにつ

いてご答弁申し上げます。 

 平成２８年度に公共施設等総合管理計

画を策定いたしました。平成２９年度から

計画がスタートしておるわけでございま

す。それと同時に、国から用途ごとの個別

施設計画をまとめていきなさいというこ

とが示されておりまして、現在、その策定

に向かって取り組んでいるところでござ

います。 

 まず、平成２９年度、平成３０年度に実

施している内容としては、先ほどご答弁申

し上げたいろんな道具立てですね、評価基

準の検討でありますとか、修繕の優先順位

の決定の仕方であるとか、予算反映へのプ

ロセスをどうしていこうかということを、

今検討をしているところでございます。 

 それを踏まえまして、平成３１年度には、

ＦＭの実施計画というものの骨子という

か、素案をある程度確定していきたいと考

えておりまして、計画をつくるだけではな

くて、その計画を実行していくための組織

体制づくり、そういったものも、先ほど言

いましたように、同時進行で考えていると

ころでございます。 

 それがきちっと機能すること、いわゆる

ＰＤＣＡサイクルといいますか、そういっ

たものをこのＦＭの中できちっと回せる

ようにシステムをつくっていくこと、それ

と、現在行っております用途ごとの個別施

設計画等をきちっとつくっていって、平成

３２年度には、その両方ともきちっと完成

して、そこからスタートを切る、ＰＤＣＡ

サイクルを回せる、きちっと評価しながら、

次の年、さらに次の年につないでいけるよ

うな形に持っていきたいと考えておりま

す。 

 それとあと、１，０２８億円というのが、

今試算されていますけれども、その辺をも

う一度、先ほども言いましたけれども、精

緻化といいますか、１，０２８億円につき

ましては、総務省が示した試算方法を用い

て、全国的に計算しておりますけれども、

それに市独自といいますか、総務省の試算

には入ってなかった条件、いろいろ構造で

ありますとか、形態でありますとか、そう

いったものも含めまして、もう一度再計算

をして、今後、２０２２年度以降の施設の

更新にかかる費用の縮減であるとか、平準

化、そういったものも、この５年間、平成

３２年度までに、あらかたつくっていきた

いと今考えております。それが、今、私ど

もが目指しておるところでございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員の質問が終

わりました。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 おはようございます。 

 それでは、私のほうから、質問を６点さ

せていただきます。 

 まず初めに、１点目、公共施設等経営計

画推進業務委託料について、決算概要の４

８ページにつきまして、平成２９年度の内

容につきまして、野口委員とかぶることも

あろうかと思いますが、改めてお聞かせく

ださい。 

 続きまして、２番目、人件費についてと

いうところで、決算概要の１５ページ、平

成２９年度につきましては、人件費が３億

円も削減をされました。平成２９年度にお

ける職員数、採用数、退職数というのを詳

細について、お聞かせください。また、行

革との関連について、お聞かせください。 

 続いて、３点目、能力開発事業について
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というところで、決算概要の４０ページ、

こちらにある階層別能力開発事業や組織

課題別能力開発事業についてですが、管理

職、特に課長職について、どのような事業

をされたのかをお聞かせください。 

 続きまして、４点目、広報についてとい

うところで、決算概要の４４ページ、ホー

ムページ構築委託料について、詳細をお聞

かせください。 

 続きまして、５点目、男女共同参画計画

推進事業について、決算概要５０ページ、

ここに「男性のための電話相談について実

施」とありますが、どのようなものか、お

聞かせください。 

 最後、６点目、選挙管理委員会のところ

で、昨年、市議会議員一般選挙と衆議院議

員総選挙が行われました。決算概要の６４

ページのところですけども、その総括的な

分析について、お聞かせください。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 池上市長公室参事。 

○池上市長公室参事 それでは、松本委員

のご質問にお答えをさせていただきます。 

 公共施設等経営計画推進業務委託の件

でございますが、この平成２９年度に委託

した分につきましては、当初の予定では、

公共施設等経営計画推進業務委託と、その

七つ下にあります公共施設既存図面等電

子データ変換委託とは別々の業務として

とらえておりましたが、今後の実施計画策

定に向けた取り組みや図面も含めた施設

データの一元化に向けたシステムの検討、

公共建築物の点検マニュアルの整備等を

行うに当たりまして、それぞれ密接に関係

することから、トータル的に取り組むのが

効果的との判断から、委託業務を一本化し

て取り組んでおります。 

 委託の内容といたしましては、施設点検

手法及び施設評価手法の検討や公共施設

等総合管理計画を進行管理するＦＭ実施

計画の検討、公共施設の図面の電子化リス

トの整理、閲覧方法の検討及び電子化の試

行実施、先進事例の調査研究等について、

業務を委託したものでございます。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、２点目のご質

問に答弁をさせていただきます。 

 職員の採用、退職の関係でございます。

退職について、平成２９年度末と年度途中

とを合わせますと３５名ということでご

ざいます。昨年度の当初、また年度途中の

採用者ということで２３名、再任用短時間

勤務の職員が３名ほどふえておりますの

で、平成２８年度と比較いたしますと、９

名が減ということになっております。 

 先ほども答弁をさせていただきました

けれども、減となっている部門といたしま

しては、民営化の関係で保育所、それから

技能労務職の職場ということになってご

ざいます。 

 行革との関係ということでございます

けれども、行革の中では、計画をきちっと

持って、この定数を管理していくというよ

うなことがございまして、平成２７年度に

定員管理計画というのを定めまして、基本

的に、これに沿った形ということで、採用、

退職を行っているというような状況でご

ざいます。 

 それから、３点目のご質問で、課長職に

対して、どのような研修をということでご

ざいます。昨年度の実績といたしましては、

新任の課長の方に昇格時研修といたしま

して、マネジメントの具体的な手法である

とか、管理職の法的な立場も含めて、各課

の責任者として、役割を正しく認識できる

ような研修、そういうものを実施いたして
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おります。 

 また、判断力、決断力、このあたりがア

ンケートによりますと、少し十分でない部

分も見えたことがございましたので、この

あたりは、課長職に対して、この判断力、

決断力研修ということで実施いたしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、ホーム

ページリニューアルに係ります構築委託

料の内容につきまして、お答えいたします。 

 本市が使用しておりました旧のホーム

ページにつきましては、平成２０年度から

運営しておりまして、操作性ですとか、ま

た見ばえ、検索機能など、さまざまな課題

が生じてきておりましたことから、昨年度、

専門業者に委託いたしまして、ホームペー

ジのリニューアルを行ったものでござい

ます。 

 その際、特に主眼を置きましたのが、誰

もがわかりやすく、また、使いやすくする

ことであり、必要な情報が探しやすいホー

ムページを構築するということでござい

ました。 

 また、最近では、スマートフォンですと

か、タブレット使用の閲覧が多いことから

も、パソコン版と同様な情報提供をいたし

ておるところでございます。 

 また、キーワード検索も増えております

ので、そういったことからも、さまざまな

パターンで検索、情報が探せるような検索

機能も充実いたしたところでございます。 

 さらには、障害者ですとか、高齢者の方

でも、ホームページで提供されている情報

がわかりやすく、見やすくというんですか

ね、アクセスしやすいようにアクセシビリ

ティにも配慮いたしましたホームページ

を今回構築いたしたものでございます。 

○渡辺慎吾委員長 菰原課長。 

○菰原人権女性政策課長 それでは、人権

女性政策課にかかわります男性電話相談

に関して、お答えさせていただきます。 

 こちらの男性電話相談は、この委員会で

もその必要性についてご指摘いただき、ま

た、国の男女共同参画計画の方向性などを

踏まえて、男らしさの固定概念などにより

精神面で孤立しやすい傾向にある男性を

対象に、みずからが抱えるさまざまな問題

を解決しようとする方の相談を受け、その

解決に資することを目的に、平成２６年度

から実施しております。 

 時間につきましては、毎月第４水曜日に

実施していますけども、相談内容等の傾向

としましては、自身の性や病気に関する悩

み、夫婦関係での悩みが多くございます。

男女共同参画センターが実施しておりま

す女性相談に比べまして、相談を聞いて、

ほかのつなぎ先を案内するというよりは、

相談者が思いを吐き出すことで気持ちが

楽になるという事案が多数を占めており

ます。当課としましても、相談者の気持ち

に寄り添いまして、傾聴していくことを心

がけながら、この事業を今後も進めていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 門川局参事。 

○門川選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 そ

れでは、平成２９年度の選挙の総括につい

て、ご答弁させていただきます。 

 平成２９年９月２９日に任期満了に伴

う第１３回摂津市議会議員一般選挙は、平

成２９年９月１７日、日曜日、雨の中、投

開票の執行となりました。 

 投票率は４３．７７％と前回の選挙から
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１．１６ポイントを上回る結果となりまし

た。今回の選挙から、期日前投票の事由に

災害が加えられましたことから、選挙当日

に台風１８号が直撃することを懸念され

まして、期日前投票者数が８，８３０人、

前回の１．６倍と大幅にふえたことが市議

会議員一般選挙についての特徴でござい

ました。 

 また、平成２９年９月２８日、衆議院が

解散されまして、１０月１０告示、１０月

２２日投開票というタイトな日程で、 

第４８回衆議院議員総選挙が執行されま

した。 

 投票率は、小選挙区で４５．２０％、前

回よりも３．７ポイント下回りましたが、

一方、超大型の台風２１号が西日本に接近

したため、期日前投票者数が過去最高の１

万３７８人で、前回の１．８倍となりまし

た。 

 今回の選挙は、市議会議員一般選挙から

わずか１１日後の解散だったことから、期

日前投票が大幅にふえたことにより、今ま

でにない大変慌ただしい選挙となりまし

た。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まずは１番目、公共施設等総合管理計画

についてですけども、平成２９年度の内容

については理解をいたしました。 

 この質問を考えていたんですけども、野

口委員とほぼかぶるというところでござ

いましたので、私は、これについては要望

を言わせていただきます。 

 まず、先ほど言われたように、公共施設

においては、基本的には施設の長寿命化を

図るものと理解をしております。しかしな

がら、やはり例外というものも幾つか出て

くるというのは容易に予想できます。つま

り、統廃合する施設もあると考えておりま

す。 

 また、長寿命化を図ったとしても、いず

れはそういう流れになるということは自

然であります。そのために、先日の９月議

会でも要望いたしましたが、そのような事

案に備えるべく今からしっかりとそのプ

ロセス、体制づくり、特に市民との合意形

成プロセスの構築に力を入れる必要があ

るかと考えます。 

 私、先日会派で新潟県長岡市で開催され

ました「市民協働による公共の拠点づくり」

をテーマにした全国都市問題会議に行き

ました。 

 その中でですね、どこもこの公共施設諸

所の問題に際しては、市民との合意形成が

悩ましいところであるというのが、議論の

焦点であったわけです。これはまさに全国

共通の課題であります。 

 そのように多くの市担当者あるいは議

員の注目を浴びる中ですね、三重県津市市

長の講演「市民との対話と連携で進める津

市の公共施設マネジメント」の講演がござ

いましてですね、これが本市にとってまさ

によい先進事例であると思いました。 

 一部、紹介させていただきますと、津市

の市長は３点を特に強調をされておりま

した。 

 一つ目は、情報の継続的な提供、市民、

そしてもちろん議会への対応はもちろん

でございます。 

 二つ目は、公共施設に関する案の提出。 

 三つ目が、地道な地元回りというところ

でございます。 

 この１点目の情報の継続的な提供とい

うのは基本的には総論賛成、各論反対とい
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う中におきまして、常日ごろから情報を出

し続けて機会を探っていく。そうすると、

いずれ潮目が変わるときが来ると。多くの

住民の理解を得ることができ、むしろ積極

的にかかわっていく、そのような状況が生

起をしたと言っておられました。 

 次に、公共施設に関する案の提出という

ところで、やはり市民はそう暇ではないと、

案を出すのはあくまでも市の仕事である

と、そして、市民の意見を聞き、ときには

プランを大きく変える柔軟性、その決断も

ときには必要であるということをおっし

ゃっておりました。 

 最後、３番目が地道な地元回りというと

ころで、これは半年に一度、市長みずから

が各地域においてですね、１時間半の懇談

会を開催され、地域の要望、それらを公共

施設も含めて、いろいろと聞いておられた

と。 

 そして、さらには、状況においては、担

当の職員が自治会長と一対一で情報交換

をしていたと、そういった地道な努力が非

常に今、必要であるということをおっしゃ

っておりました。 

 平成３２年度までに計画をつくるとの

ことですけども、計画というのはやはり、

実行できなければ意味がありません。絵に

かいたもちとならないようにですね、繰り

返しになりますが、今から実行するための

体制、プロセスづくりにもしっかりと、取

り組みを要望をいたします。 

 あわせて三重県津市やさいたま市等の

先進事例を参考にしていかに円滑に進め

ていくことができるのかを研究するよう

要望をさせていただきます。 

 １番目については以上です。 

 続きまして、２番目の人件費について、

ところですけども、現状については理解を

いたしました。しっかりと行革とも関連さ

せて計画に基づいて削減をされているこ

とと思います。これについては行革をしっ

かりと実行されたものと高く評価をする

ものであります。 

 ただ、そろそろ一度ですね、職員数につ

いて、再検討する時期がきているのかと思

います。会派として、少数制体制をたびた

び取り上げるのは、行革における人数とい

う数字を追求する余り、職員の数が少なく

なり過ぎ、市民サービスが適切に維持でき

ていなくなりつつあるんではないかとい

う懸念がございます。 

 総務省の市町村決算カードから平成１

５年度から平成２８年度のまさに森山市

長市政での性質別歳出の人件費の割合に

ついて、分析をいたしたところですね。約

１３年間で２５．５％から１５．５％、１

０％の削減となっています。 

 そして、この平成２８年度の１５．５％

という数字は淀川以北の１０市町の全て

の中で一番低い数字であります。 

 なお、２番目に低い茨木市は１６．１％

で、平均では約１８％強です。 

 補足ですけども、大阪市は１２．５％、

豊能町が２６．７％で、財政規模が大きい

ほど人件費の割合が小さい傾向がありま

す。つまり、本市の１５．５％は相当な数

字かと思います。 

 ここで問題提起でありますが、近隣市と

比較して人件費が下回っている、その差と

は何か、近隣市との同様の市民サービスが

果たして実行できているのか、これらを改

めて比較分析する時期ではないかと考え

ます。そこでですね、これまでにおいて各

課の業務において、適正人員とはどのよう

に把握され、そして判断をされているのか、

お聞かせください。 
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 続きまして、３番目の能力開発事業につ

いてということですけども、課長職への研

修については理解をいたしました。私も課

長職は組織のキーマンであると考えてい

ます。部長職が目の行き届かない課内の細

部、そして、係長職は見えない、庁内全体

の動きを把握されているのが課長職だか

らです。 

 そして、課長職に求められる最も大切な

ことは自身の役割を理解し、部下と真摯に

向き合い、その課のリーダーとして課の役

割を最大限発揮させることと思います。こ

れについてですね、改めて人事課として課

長に求める役割というものは何か、その考

えをお聞かせください。 

 続きまして、４番目、広報のところです。 

 ホームページについて、よりよく改善さ

れたと認識をいたしました。その中で、広

報の役割が改めて重要視されております。

平成２９年度の分析を踏まえてどうお考

えかお聞かせください。 

 続きまして、５番目、男女共同参画計画

推進事業についてですけども、男性の中身

につきましては理解をいたしました。さま

ざまな問題というのが今社会でも起きて

いると認識をしています。 

 そこで改めてですね、女性の問題につい

ては、どのような問題意識を持っているの

か、傾向と対策についてお考えをお聞かせ

ください。 

 続きまして、最後、６番目の選挙のとこ

ろですけども、総括については理解をいた

しました。その中で、やはり衆議院議員総

選挙でも投票率が下がっているというと

ころであります。ここで、全体として低い

投票についてはどのように考えをされて

いるのか、お聞かせください。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、私から２回目

のご質問に答弁をさせていただきます。 

 まずですね、適正人員の把握の件でござ

いますけれども、基本的には人件費査定と

いうことで、前年度及び当該年度の時間外

勤務、これをもとに次年度の要求を精査す

ると、その中で、必要な人員がどうなのか、

次年度において新規の事業であったり、取

り組まないといけないこと、どういう想定

があるのか、そういうことを各課と協議を

いたしながら、人員というのを決めており

ます。 

 このほかにもですね、各課の課題報告で

あったり、管理職との協議、これは個別に

行っておりまして、これを次年度の体制と

して精査をしている状況でございます。 

 直近でいいますと、権限移譲であったり、

新規事業によって必要となるセクション

には増員を図っている課も幾つかござい

ます。この定員管理計画についても先ほど

させていただきましたけども、事務的な部

門につきましてはですね、ほぼ同数という

ことで、削減の想定は行っておりませんの

で、これらも踏まえて今後も柔軟に対応し

てまいりたいと考えているところでござ

います。 

 それから、課長に求める役割、能力のお

問いがございました。委員がおっしゃられ

ましたように、課長というのは職場のリー

ダーということでございますので、やはり

マネジメント能力であったり、適切な判断

力、決断力ということが必要になってこよ

うかと思います。人事評価の項目にもなっ

ておるんですけれども、本市で標準職務遂

行能力というものを定めておりまして、組

織運営であったり、政策判断、人材育成な

どをその項目として明確にしているとい
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うところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、広報課

の役割ですとか、今後の広報課の見通しの

ご質問にお答えいたします。 

 先ほどもお答えいたしましたように、昨

年度ホームページをリニューアルいたし

まして、また市の魅力を発信できるような

取り組みが今後ますます必要になってく

ると考えております。 

 昨年度、一時例を申し上げますと、これ

は市民課の業務ではあるんですけども、婚

姻届などの記念撮影用のバックボードを

広報課と市民課とコラボして、作成してで

すね、全国的に珍しい取り組みであるとい

うことで、マスコミにも取り上げられ話題

にもなりました。 

 この市の魅力なんですけども、これはさ

まざまな分野について、存在すると考えて

おります。我々広報課といたしましては、

やはり場面、場面を見つけてですね、これ

もおせっかいになるかもしれませんけど

も担当課と一緒に魅力を探すですとか、ま

た、情報発信を通じてですね、魅力をつく

っていく、それをサポートしていくと、こ

ういったことが今の広報課に求められて

いるところであるかとも考えております。 

 こういう取り組みは地道ではあります

けれども、ホームページをリニューアルし

た際も、各課の意見もいろいろ聞いており

ます。こういった日ごろからの各課とのコ

ミュニケーションを通じまして、まずは各

課の魅力発信を行っていく、また魅力づく

りをしていく、そういった職員の意識啓発

も図りながら市一丸となってですね、魅力

づくり、魅力発信に取り組んでいけるよう、

広報課としては、尽力していきたいと考え

ております。 

○渡辺慎吾委員長 菰原課長。 

○菰原人権女性政策課長 それでは、２回

目の質問ということで、女性相談に関して

お答えいたします。 

 女性相談につきましては、月、火、木、

土曜日に男女共同参画センターで実施し

ております。平成２９年度の相談件数とい

たしましては、総合相談、面接相談、法律

相談を合計しまして、６３３件ございまし

た。平成２８年度が５２１件でございまし

たので、増加傾向が伺える結果となってお

ります。 

 具体的な相談内容としましては、ＤＶに

関する相談が最も多く、人権女性政策課と

男女共同参画センターで受けた案件とし

まして１５２件に上がりまして、平成２８

年度が１１７件でありましたので、こちら

も増加傾向となっております。 

 また、その中身も複雑なケースを抱えた

事案というのが増加している傾向があり

ます。具体的には障害のある方であったり、

パートナーの協力が得られない妊婦の方

であったり、お子さん連れの方であったり

する案件が増えてきていると感じており

ます。 

 このような案件に対しましては、市役所

の福祉部門や必要に応じまして、大阪府女

性相談センター、吹田子ども家庭児童セン

ターと連携をとりながら、対応している次

第でございます。 

 今後もこのような他機関連携というの

が必要になってくる傾向が伺えますので、

本課が主催しております、ＤＶ防止ネット

ワーク会議があり、こちらには、警察を初

め、先ほど挙げました大阪府や、吹田子ど

も家庭児童センターなどの機関も含んで

おりますので、この会議を活用しながら、
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他機関連携を強化してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 門川局参事。 

○門川選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 低

い投票率について、どのように考えている

のかについてのご質問にご答弁させてい

ただきます。 

 今回の二つの選挙においては、いずれも

台風で投票率に影響があった一つの原因

であったと考えております。先ほども申し

上げましたが、期日前投票において、大幅

な増加があったということが一つござい

ます。また、年４回でございますが、６月、

９月、１２月、３月、このときに永久選挙

人名簿定時登録をしておりまして、１８歳

到達の方へお知らせ等を送付いたしてお

ります。 

 今後もいろんな場を活用しながら、例え

ば期日前投票の事由に災害が加わったな

ど、啓発活動を続けて一人でも多くの方が

投票に来られ、また、投票に来られた有権

者にとって投票をしやすい環境づくり等、

こちらのほうを構築してまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 続きまして、３回目の質

問をさせていただきます。 

 まず２番目の人件費についてというと

ころでございますが、時間外勤務等と、そ

して各課から課題報告や管理職との協議

を行い、精査されているということにつき

ましては理解をいたしました。 

 しかし、必ずしも時間外勤務だけじゃ判

断できないということもございます。先日、

決算審査でも防災管財課の答弁の中で防

災管理係が対応できないことを、管財係で

補っているという答弁がございました。こ

れは単純に防災という業務において、その

人員が適正であるかというのを時間外勤

務では判断できないということを意味し

ております。それを踏まえて精査されてい

るというところで理解をしました。そこに

ついてはしっかりとまた精査をしていた

だきたいと思います。 

 またですね、８月の摂津まつりには、多

くの管理職が一作業員として参加をされ

ております。私は、これは全庁挙げてのイ

ベントですので、横のつながりを強くする

もので、とてもよいものであると考えてお

ります。しかしながら、ことしにおいては

ですね、６月の大阪北部地震以来、不眠不

休で対応に当たり、休んでおられず、また

教訓等も整理しなければならないような

状況にもかわらず、そこにおられたという

ことについては違和感がありました。 

 つまり、ふだんにおいても管理職が作業

員として使われていることが当たり前で

あるという組織風土があるんではないか

と思います。 

 なぜ、作業員としての時間が多いのかと

いう直接的な原因については部署内の人

数が少ないこと、あるいは人手の調整不足

でやらざるを得なくなっているというと

ころがあるのではないでしょうか。 

 それによってですね、管理職というのが

一作業員、プレイヤーとしての作業員時間

をとられ、本来すべきこと、考えること、

プランナーとしておざなりになっている

のではないかという危惧がございます。 

 現状において税や防災、たび重なる車両

事故など、さまざまな問題、あるいは課題

が生起してる中で、その一つの要因として

は職員数の少人数化が考えられるわけで
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す。 

 先日の課税漏れの問題では、そのフォロ

ーに多くの職員と時間が費やされており

ます。これを時給換算すると相当な額がい

くかと思います。 

 さらには、最も大切な信用を損なうとい

う、お金では換算できないということもご

ざいます。 

 これまでの、経緯を見ればですね、第二

の夕張市と懸念された時期から行革を通

じて組織が一丸となって財政の健全化運

営を目指してこられました。そこは非常に

大きく評価するところでございます。 

 では、なぜそうされたのかというと、そ

れは適切な市民サービスを維持するとい

う目的があったということと思います。そ

ういう意味では、今しっかりとそれが達成

された現時点においては、これまでの人員

削減の一辺倒の政策については、いま一度

考えるべきと思います。 

 これも市町村決算カードからですけど

も、平成２５年度から平成２８年度にかけ

て淀川以北では豊中市、能勢町、豊能町を

除き６市町で一般職員がふえているとい

う現象があります。これは振り返り現象と

でもいいますでしょうか、本市の特徴は少

ない人数だけれども、すべきことは人口が

多い近隣市と同じであるというのが現実

でございます。 

 よって、当然ながら物理的限界というも

のがあります。本市もいま一度振り返るこ

とが必要かと思います。最低限、必要な市

民サービスを低下させぬよう、状況に応じ

て職員や行政パートナーなど、必要な人員

を適切に追加、充足するよう今後は一層配

慮していただくよう要望いたします。 

 また、あわせてですね、大阪北部地震や

台風など一連の災害時の職員の時間外勤

務の状況についても、次の議会で教訓資料

とあわせて取り上げさせていただきたい

と思います。問題の分析対策も含めてしっ

かりと整理していただくことを要望いた

します。 

 ２番目については以上です。 

 続きまして、３番目、能力開発事業につ

いてですけども、課長に求められる役割に

ついて、しっかりと考えておられると、そ

れに取り組んでおられるということにつ

いては、理解をいたしました。 

 少人数制体制を推進するに当たり、当然

ながら引き続き研修をしっかり継続して

いただくのはもちろんのこと、管理職、課

長職がプレイヤーとしても、プランナーと

しての自分の部署とその役割に向き合う

時間をより多く費やすことを意識してい

ただきたいと思います。 

 そして、また、市としても管理職の意見

をしっかりと聞き、状況によりその部署の

役割そのものを見直すのか、あるいは先ほ

どの要望のように必要な人員を適切に追

加充足するなど配慮し、そして市民サービ

スを維持、向上に留意するよう要望いたし

ます。 

 ここで、管理職ばかりをお聞きしたので

すけども、一般職員についても、個々の能

力及び責任についてもしっかりとしたも

のが少数精鋭体制推進に行うに当たり、そ

して管理職を支える観点からも求められ

ると思いますが、それについてはどうお考

えかお聞かせください。 

 続きまして、４番目、広報のところです

けども、魅力づくり、そして魅力発信に取

り組んでいくというところを理解をいた

しました。 

 まさに人、物、金を呼び寄せるシティプ

ロモーションが盛んに言われる状況にお
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いて、広報の役割が非常に大切であると考

えております。 

 どのようなすばらしい取り組みも知っ

てもらえなければ、適正な評価というもの

が得られないと考えております。 

 今、私が健都と広報を結びつけるべきも

のとしているのは、健都が日本において、

その注目を浴びる本市最大の目玉商品で

あるからです。その目玉商品に興味を持っ

て、それがきっかけとなり、本市について

調べたら、ＩＣＴを活用した健康施策、適

切な子育て支援などを行っている魅力的

な市として理解をしてもらい、高い評価に

つながることができると考えます。 

 さらに、その評価は市民の誇りともなり

得るものです。また、イノベーションパー

クの企業誘致においては、摂津市の誘致条

件や健康施策の取り組み自体が企業の進

出する決定的な要因にはならずとも、魅力

的な付加価値として後押しをする効果は

大いにあると思います。今、しっかりとそ

れぞれのＰＲに力を入れるよう要望いた

します。 

 あと、ふるさと納税政策についてもしっ

かりとＰＲすることもあわせて要望をい

たします。 

 総務省によるとですね、ふるさと納税は

自分の生まれ故郷はもちろん、お世話にな

った地域やこれから応援したい、地域の力

になりたいという思いを実現し、故郷へ貢

献するための制度となっております。 

 これは一例ですけども、２０１８年１０

月２４日の毎日新聞の中で、茨木市が、ふ

るさと納税を活用して制作中の映画につ

いて、取り上げているものがございます。 

 同市はですね、今月まで、ふるさと納税

を募集し、２２日現在で、目標の１，００

０万円を超える、約１，３８０万円が集ま

ったという記事が書かれております。これ

はすばらしく、応援したいという気持ちを

しっかりと活用できているというところ

のよい一例かと思います。 

 やはりですね、本市の魅力をふるさと納

税につなげるように、しっかりと広報とし

ても関係部署と連携し、かつ率先して対策

に講じるよう要望をいたします。 

 ４番目は以上です。 

 続きまして、５番目につきましては、女

性の問題についてもいろいろと、いろんな

ケースが生起していると理解をいたしま

した。これは複雑な家庭環境での問題が非

常に多いと認識をいたしました。そこで、

各部署等をつなぐコーディネーターとし

ての役割もしっかりと適切に果たされる

よう要望いたします。あわせて地域共育と

いうものを６月議会で取り上げさせてい

ただきましたが、そういった観点からも地

域でサポートするということも考慮して

いただくよう要望いたします。これについ

ては以上です。 

 ６番目の選挙管理委員会につきまして

は、低い状況については理解をいたしまし

た。これは要望させていただきます。 

 来年の府議会議員選挙でより多くの方

に投票してもらうよう、取り組みを要望い

たします。 

 そして、あわせていつも選挙結果をいた

だいておるんですけども、やはりこれは数

字の羅列で、正直分析にしにくいというと

ころがございます。せめてですね、グラフ

なりを作成をして、そして地域あるいは年

代ごと、それぞれの傾向と対策というもの

をやはり具体化して見やすくして分析す

るということもあわせて要望をさせてい

ただきます。 

 以上です。 
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○渡辺慎吾委員長 再質問１点だけやね。 

 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、３回目のご質

問に答弁をさせていただきます。 

 管理職以外の面についてのお問いでご

ざいました。やはり管理職を支える立場で

あります課長代理、係長、このあたりにつ

きましては、課長同様にですね、組織マネ

ジメントであったり、部下育成、この視点

が必要になってこようと考えております。

このあたりも研修の中に体系としては盛

り込んで対応しているという状況でござ

います。 

 また、係長ではなくて、副主査であると

か、係員の職員についてもですね、やはり

管理職から指示されたことだけを行って

いくというようなことでは十分ではない

と考えておりまして、やはり、みずからが

率先して業務に取り組む姿勢というのが

非常に重要であると考えております。 

 このあたりの取り組みとして、過去から

取り組んでいるものとしましては、職員提

案制度であったり、自主研究グループまた

提案型、公募型の研修などですね、自発性

であったり、積極性を喚起する取り組みと

いうことで、継続的に実施をいたしており

ます。 

 昨年度につきましてはですね、新たに一

課一改善運動としまして、業務の効率化等

に、それぞれの所属において、課題の改善

をしていただくと、そういう運動を行って

おりまして、このプロジェクトリーダーに

副主査以下の職員を指名して取り組んで

もらっていると、そのようなことの取り組

みも行っているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、こちら最後、

要望等をとさせていただきます。 

 先ほど、おっしゃるとおりにいろいろと

一般職に対しても施策というのをされて

いると、課としても組織としても取り組ん

でいるというところについては、理解をい

たしました。やはりですね、人というのは

組織の宝でございます。これをいかに活躍

させるかというのをやっぱり常日ごろ考

える必要があるかと思います。 

 事案を発生させない、かつ滞りさせない、

また、時代に応じた新規の行政サービスの

提案、これらをしっかりと進める配慮が必

要であります。 

 そして、人の能力と時間には限りがござ

います。これらをしっかりと進める、それ

を踏まえた組織と市のフォローが必要で

あります。 

 引き続き、小数精鋭体制を支える人材育

成に取り組むのはもちろんのこと、その人

材をいかに活躍させるかの基盤をしっか

りと、組織として整備することを要望いた

します。あわせて、その具体的数字として、

代休取得条件についても継続的に把握分

析されることを要望いたします。 

 あと、これは釈迦に説法かとは思います

が、いま一度我々議会もそうですが、執行

機関のなすべきことは住民の福祉の増進

ということが第一義であると、改めて意識

を深めることも大切であると考えていま

す。 

 これは私の自衛隊の経験でも一部あっ

たんですけども、一般的に組織というのは

ですね、本来の目的を達成するために決め

た自分たちの目標に向かって走り出すと

ですね、例えば行革を追求する場合などに

おいて、ややもすれば本来の目的よりもそ

の数値自体が目的にかわり、組織内論理を

最優先に考えてしまう傾向に陥りがちに
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なるからでございます。 

 行革が一段落ついた今、まさに先日の９

月議会で小数精鋭体制推進の答弁に言わ

れた組織風土を変える時期がきているか

と思います。振り返る必要があるかと思い

ます。 

 以上で質問を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５４分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開いたします。 

 次に、香川委員。 

○香川良平委員 それでは、質問させてい

ただきます。 

 決算書の５５ページ、広報課のホームペ

ージ広告掲載料６０万円についてお伺い

いたします。 

 事務報告書や有料バナー広告掲載状況

を見る限り、掲載期間が１年というのが６

件あるということで、単価が１０万円とい

うことがわかります。この１件単価１０万

円の根拠についてお伺いしたいなと思い

ます。 

 続きまして、決算書６１ページ、選挙管

理委員会事務局、市議会議員一般選挙供託

金９０万１０８円、これについてお伺いし

ます。お願いします。 

 続きまして、決算概要４４ページ、広報

事務事業で印刷製本費１，４０５万６，５

４１円のこれについてお伺いいたします。

前年対比で約１７０万円ふえておるわけ

でございますが、ふえた理由をお伺いいた

します。 

 同じく決算概要４４ページ、広報紙全戸

配布業務委託料、これにつきましても前年

対比１４０万円ほどふえております。ふえ

た理由をお聞かせください。 

 続きまして、決算概要６４ページ、ポス

ター掲示場設営撤去委託料３９８万４，６

６０円についてお伺いいたします。具体的

に、この委託料という中身をお聞かせいた

だけたらなと思います。 

 以上で終わります。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、決算書

５５ページにありますホームページ広告

掲載料についてお答えいたします。 

 ホームページの広告掲載料の単価の根

拠でございますけれども、まず、単価設定

といたしましては、まず１枠当たり、これ

は月額１万円でございます。ただし、３か

月以上１１か月以下連続掲載の場合は月

額９，０００円といたしております。それ

とまた、通年で１２か月連続して広告掲載

される場合について、この場合は１０万円

という単価設定をさせていただいている

ところでございます。 

 ちなみに、平成２９年度、６者の掲載が

ございましたので、６者とも１２か月連続

掲載ということで、それぞれ１０万円を広

告掲載料として頂戴したところでござい

ます。 

 なお、単価の設定の根拠でございますけ

れども、本市に先行して広告掲載を実施し

ておりました近隣市が設定されておられ

た単価を参考に、人口比率とか、また、広

告掲載記事のサイズから算出し、設定いた

したものでございます。 

○渡辺慎吾委員長 門川局参事。 

○門川選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 そ

れでは、市議会議員一般選挙供託金９０万

１０８円の内容について、ご答弁させてい

ただきます。 

 これは法定得票数を議員数で割りまし

て、さらに１０で割った数に得票数が満た
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ないときには、供託金が市のほうに入ると

いう形になります。昨年度の市議会一般選

挙においては、１人３０万円の供託金を法

務局のほうでお預かりし、そのうち３人の

方がその法定得票数に満たないため、それ

につきましては、供託期間の利息もついた

上で、市のほうの収入として頂戴したもの

でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、平成２

８年度より広報事務事業の印刷製本費が

約１７０万円増加した理由でございます

けれども、市の広報誌につきましては、平

成２８年９月号から、それまでＡ３サイズ

のタブロイド判の８ページのものでござ

いましたものを、Ａ４サイズのカラー判３

２ページに改めまして、一つはページ数が

増えたことがございます。それとまた、紙

質も良くなったことから、１冊当たりの印

刷単価が、従前９．３円だったものが２２．

５円と上がったため、印刷製本費が増加し

たものでございます。 

 次に、広報紙全戸配布委託料が約１４０

万円増額になった理由でございますけれ

ども、こちらも、先ほど申し上げました平

成２８年９月号から広報誌面がＡ４サイ

ズ版に変わったということで、ページ数が

ふえましたことにより、１部当たりの重量

がもちろんふえております。これに伴いま

して、１部当たりの単価が上がったことが

要因でございます。 

○渡辺慎吾委員長 門川局参事。 

○門川選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 そ

れでは、ポスター掲示設営撤去委託料の中

身についてご説明させていただきます。 

 選挙用ポスターを掲示するために掲示

板を作製しております。告示日までに設置

しまして、投票期日後、速やかに撤去する

ものでございます。市議会議員一般選挙に

おきましては、２２投票区で１５７枚の掲

示板を設置いたしております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 はい、ありがとうござい

ます。ホームページのことについて答弁い

ただきました。単価の根拠については、近

隣市の様子も見ながらということでした。 

 私がちょっと危惧しているのが、ホーム

ページのアクセス数なども参考にして値

段設定しているのかなと思いまして、質問

させていただいたんですけど、６月１８日

に起きました大阪北部地震におきまして、

市の対応として、ごみの処理はどうするん

だとかいうのをホームページにリアルタ

イムで市民の皆さんに報告できるように、

ホームページに常に載せていると聞きま

したので、一体市民の皆さんがどんだけホ

ームページを見ているのかなというのが

気になりまして、広報課にちょっと問い合

わせたところ、６月１８日のアクセス数が

６万８９７件でありました。 

 これ、いただいた資料で参考までに、地

震が起きてない４月と５月の１日当たり

の平均アクセス数というのが載っていま

して、どちらとも約１日当たり１万１，０

００件ぐらいのアクセス数でございます。

単純計算で３０掛けたら、１か月のアクセ

ス数が３０万台になる計算なんです。 

 僕がちょっと気になったのが、事務報告

書のホームページアクセス数を見ていま

すと、月平均８３万７，０９８件となって

いまして、このちょっと数字の差があるん

です。この差は何かというのを教えていた

だけますか。お願いします。 

 市議会議員一般選挙供託金９０万１０
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８円については、理解いたしました。あり

がとうございます。 

 続きまして、広報課の広報事務事業、印

刷製本費のご答弁をいただきました。ちょ

っと聞き取りができなかったんですけど、

今までは１部当たり９．３円やったのが、

２２．５円になったということですかね。

これ、倍以上の値段になったということな

んで、印刷製本費がもっと上がってもおか

しくないのかなと思うんですけど、もうち

ょっとこの辺を詳しく教えていただいて

いいですかね。 

 広報紙全戸配布業務委託料、これについ

ては理解いたしました。これ実際、どこの

業者にお願いしているのかというのを聞

いて大丈夫ですかね。お願いします。 

 続きまして、ポスター掲示場設営撤去委

託料、これについてご答弁いただきました。

おおむね理解いたしました。 

 ここで、ちょっと聞きたいのが、ポスタ

ー掲示場設営撤去委託料について、市議会

議員一般選挙では約４００万円ですね。衆

議院議員総選挙では、これ１８３万１，２

４８円、この市議会議員一般選挙と衆議院

議員総選挙でこんだけの差があるのは何

でかなと思いまして、ちょっとその辺をご

答弁いただけますか。お願いします。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 それでは、２回目のご質

問にお答えいたします。 

 まず、昨年度と今年度のそのアクセス件

数の乖離の理由でございますけれども、委

員がご指摘のとおり、事務報告書であれば

月平均が８３万７，０９８件で、今年度、

リニューアル後、４月及び５月の月平均、

これを調査いたしますと、委員がご指摘の

とおり、約３３万件ということで、約５０

万件の差がございます。 

 この理由でございますけれども、ヤフー

ですとかグーグルなど、検索エンジンにク

ローラーと呼ばれるホームページの情報

を自動収集するロボット機能というもの

がございまして、それが世界中の膨大なペ

ージの内容を自動的にチェックしまして、

その検索結果の項目が整理されるような

仕組みがございます。これによりまして、

ホームページの利用者がヤフーですとか

グーグルなどを検索される場合に、検索結

果が上位に表記され抽出がスムーズにな

るというような仕組みがございます。この

ようなクローラーと呼ばれるような機械

的、また、自動的に検索された件数も、昨

年度までの使用したホームページにおき

ましては、アクセス件数としてカウントを

されていました。 

 今回、リニューアルいたしましたホーム

ページにつきましては、こういった自動的、

また、機械的に検索されたものについては、

アクセス件数、解析ツールからはじかれる

ようになっており、このような事情から、

アクセス件数が前年度より大幅に減少し

たものでございます。 

 次に、２点目の印刷製本費でございます

けれども、この平成２８年９月号からＡ４

判の３２ページのカラー版ということに

合わせまして、それまで月２回の広報誌の

発行を現状の１回にしました。単価の上が

り幅を見ると、もう少し増額があったのか

なというようなご指摘でありましたけど

も、月２回から１回に変更になったという

ことが要因でございます。 

 次に、どこのポスティング業者にお願い

しているのかということでありますけれ

ども、ポスティング専門業者でございます

近畿ポスティング協同組合に委託いたし

ておるところでございます。 
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 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 門川局参事。 

○門川選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 衆

議院議員総選挙事務のポスター掲示設営

撤去委託料との金額の差の要因につきま

して説明させていただきます。 

 まず、区画数が異なることが大きな要因

でございます。市議会議員一般選挙につき

ましては３０区画を準備させていただき

ました。衆議院議員総選挙では８区画を用

意させてもらっていますので、その金額の

差が出たものでございます。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 ホームページアクセス数についてでご

ざいます。この今までの事務報告書の数字

は、機械的に集計していた部分の数字だっ

たということでですね。この数字は機械的

というか、普通に摂津市って検索したら１

件ということですけど、それも含めて、機

械的な部分も含めてこの数字ということ

なんですね。ちょっとあんまりわからない

んですけど、機械的に検索する分の件数も

入っているというのは、機械的な検索の分

の件数を入れるのはちょっと違うのかな

とは思うんです。来期以降というか、平成

３０年度の数字は、機械的に検索する件数

はこれ入ってくるんですかね。ちょっとそ

の辺の答弁をいただけますか。 

 印刷製本費の件でございます。こちらに

関して、おおむね理解いたしました。月２

回から月１回に変更、少なくなった分でと

いうご答弁でした。これについては理解い

たしました。ありがとうございます。 

 広報紙全戸配布業務委託料、この業者を

決めた経緯なんかもちょっと聞いてよろ

しいですかね。よろしくお願いします。 

 続きまして、ポスター掲示場設営撤去委

託料、こちらの衆議院議員総選挙との値段

が違うということに対して理解いたしま

した。ちょっとこちらについても、どこの

業者を使っているというわけじゃないん

ですけど、業者の選定方法、この辺、ちょ

っと教えていただけますか。よろしくお願

いします。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員、最初のホー

ムページなんですけど、平成２９年度の決

算にはちょっとそぐわない面があるんで

すけど、理事者側が答弁できるようやった

ら答弁してみてください。 

 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、ホーム

ページのアクセス件数のカウントの仕方

でございますけれども、先ほどもご答弁申

し上げましたように、平成３０年度につき

ましては、そのアクセス件数の解析ツール、

こちらのほうが前年度と変わりますので、

機械的、また、自動的に収集された件数に

つきましては、除外されるということでご

ざいます。 

 次に、全戸配布の業者の選定の経緯につ

きまして、毎年度、複数のポスティング業

者から見積もりを徴集いたしております。

その中で、もちろん一番安い業者を選定し

ているところでございます。 

○渡辺慎吾委員長 門川局参事。 

○門川選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 業

者の関係ですが、市議会議員一般選挙にお

きましては選挙日がわかっておりました

ので、これは入札させていただいておりま

す。ただ、衆議院議員総選挙につきまして

は、解散後、期間等がございませんでした
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んで、特命という形での発注になったかと

思います。 

○渡辺慎吾委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 ホームページに関しまして、理解いたし

ました。ありがとうございます。 

 広報紙全戸配布業務委託料、これについ

ても、毎年、合い見積もりを取って決めて

いるということで、わかりました。ありが

とうございます。 

 最後、ポスター掲示場設営撤去委託料に

関してでございます。市議会議員一般選挙

に関しては競争入札でということで、こち

らも大丈夫です。 

 衆議院議員総選挙に関しては、その特命

というのはちょっとどういうことか。市議

会議員一般選挙のときの業者と同じ業者

を使っていたとか、そういう認識でよろし

いですかね。その１点だけ、ちょっと確認

でお願いします。 

○渡辺慎吾委員長 豊田事務局長。 

○豊田選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 それ

では、特命になった理由ですけども、先ほ

どもありましたけども、市議会議員一般選

挙が終わって直後に解散となった選挙で

したので、入札する時間がありませんでし

たので、特命で随意契約させていただいて

おります。 

 なお、業者につきましては、何分どこの

市も一斉に契約を始めましたので、いろん

なところに声をかけさせていただいて、そ

の中で比較検討させていただいて、できる

業者についてお願いしたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問。 

 南野委員。 

○南野直司委員 それでは、４点だけ質問

をさせていただきたいと思います。 

 午前中から多くの質問が出ておりまし

て、少し重複するところがあると思います

けども、ちょっと角度を変えさせていただ

いて、質問をさせていただきたいなと思っ

ていますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、１点目です。決算概要です。

４０ページ、人事管理事業、決算額２，１

７６万６，３３０円についてでございます。

採用あるいは昇任などの人事の管理に係

る経費でございますけども、平成２９年度

の取り組みの一つとしてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 女性が職業生活において十分に能力を

発揮し、活躍できる環境を整備するための

法律、いわゆる女性活躍推進法が平成２７

年８月に成立をいたしました。これにより

まして、この摂津市におきましても、女性

の活躍推進に向け、数値目標を盛り込んだ

第３次摂津市特定事業主行動計画を策定

し、取り組んでいただいております。 

 平成２９年度における、この取り組みの

内容についてでございますが、一つは、出

産・育児に関する制度周知や、あるいは休

暇等取得促進について、また、子育てしや

すい職場環境の整備や女性職員の活躍推

進などの取り組み内容について、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 そして、あわせて、平成２９年度の目標

の達成状況についてもお聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、２点目です。同じく決算概要

４０ページ、組織課題別能力開発事業の中

の職員自主研究グループ補助金、決算額１

万４，３８８円についてでございます。平
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成２９年度のこの補助金の取り組み内容

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから、３点目でございます。４４ペ

ージです。ホームページ事業の中のホーム

ページ構築委託料、決算額１，６６３万２，

０００円についてでございます。これも質

問がありましたけども、平成３０年４月１

日から市のホームページをリニューアル

していただきました。この平成２９年度は

リニューアルに向けての構築作業であり

ます。摂津市らしいデザイン、そして、ス

マホでも見やすく、また、いろんな条件で

探しやすく、子育てサイトもリニューアル

していただきました。また、摂津市の魅力

発信、シティプロモーションの観点から、

トップページに「いいとこ いいこと せっ

つ」の動画を掲載していただくなど、デザ

インもシンプルで、さまざまな観点から工

夫をしていただき、私自身はすばらしいシ

ンプルなホームページに生まれ変わった

と思っております。少しなれるのに時間は

かかりましたけども、すばらしいホームペ

ージができたと思っております。 

 ここで、１点お聞きしたいのは、このホ

ームページを利用している全ての人が、身

体の機能や使用環境にかかわらず、ホーム

ページで提供される情報やサービスにア

クセスし、コンテンツや機能を利用できる

ことを意味とする、いわゆる、午前中もあ

りましたけども、ハンディキャップを持っ

た方に優しいウエブアクセシビリティの

確保の観点から、ウエブアクセシビリティ

をどのようにこのホームページに具体的

に反映されたか、お聞かせいただきたいと

思います。 

 最後の４点目でございます。４４ページ、

政策推進課に関する一般事務事業、決算額

６万４，６８８円の中身についてでござい

ます。 

 平成２９年度における取り組みの内容

について、お聞かせいただきたいと思うん

ですけども、市民の皆さんからの意見、ニ

ーズを計画へ反映するため、各種計画策定

に係るアンケート、あるいは、これもあり

ましたけども、パブリックコメント、また、

市民意識調査の実施を平成２９年度もさ

れたと思います。 

 そして、もう一つは、第４次総合計画の

第９期実施計画にこのようにありました

けども、パブリックコメントの実施状況な

ど広報を工夫するとともに、市政への関心

がより高まるような情報発信を行ってい

く必要があるということで、この平成２９

年度、課題として掲載していただいており

ますが、その取り組み内容あるいは課題

等々について、お聞かせいただきたいと思

います。 

 １点目、終わります。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、私のほうから

１点目と２点目のご質問について答弁を

させていただきます。 

 採用関係もございますが、女性活躍推進

等の取り組みということでございます。昨

年度、取り組んだこととして、次世代育成

の観点もあるんですけれども、出産・育児

に関する休暇等の制度周知のパンフレッ

トというものを作成いたしまして、これは

職員全員が見れるような庁内のＬＡＮに

掲載をさせていただいております。 

 また、休暇の取得促進ということで、育

児休業等の取得者の代替職員、これは今ま

でですと臨時職員等を配置するというよ

うなこともしておりましたけれども、職場

の状況等に応じまして、正規職員で補充を
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するというようなことにも取り組んでお

りまして、この休暇取得の促進ということ

で、取り組みの一つとして実施をいたして

おります。 

 女性活躍推進の関係でございますけれ

ども、採用の面で、これは能力実証ですと

か、公平性の観点で、女性の受験者のみを

合格の際に何かできるかというと、なかな

か難しい部分というのがございます。一つ

には、やっぱり応募者の中で女性の人数と

いうのをふやしていくというような取り

組みを実施しておりまして、女子大学での

説明会等を開催していただきまして、女性

職員による職場の説明等を実施いたして

おります。 

 委員のご質問にもございました、その特

定事業主の行動計画ということの中で、数

値目標というのを掲げてございます。先ほ

ど申し上げました採用した職員に占める

女性職員の割合というところで、目標数字

としては３５％を掲げておりまして、昨年

度の実績としては４６．７％が女性であっ

たということでございます。 

 そのほか、男性の育児参加休暇の取得と、

この辺も目標としては８０％として掲げ

ておりますけれども、７１．４％というこ

とで、前年に比べてふえている状況にはご

ざいます。 

 ただ、男性の育児休業の取得等も、これ

も目標で定めておりますけれども、昨年は

取得の実績がなかったということで、この

あたりも課題の認識として持っていると

いう状況でございます。 

 それから、２点目の自主研究グループの

補助金の昨年度の取り組みということで

ございます。昨年度の実績といたしまして

は、自主研究グループ、１グループが自治

体における婚活支援と、それから、定住促

進というテーマで研究を行ってございま

す。この研究の過程で、講師の方にレクチ

ャーをいただくという、講師謝礼でありま

すとか、それから各自治体へのアンケート

ということで、アンケート発送の郵送代と

いうことで、１万４，０００円ほどの決算

額ということになってございます。 

 この自主研究グループの取り組みでご

ざいますけれども、平成２４年度から取り

組んでおりまして、過去にはＦＭの推進で

あったり、税収確保、また、ゲーミフィケ

ーションなど、さまざまな先進事例を若手

職員が中心となって研究に取り組む内容

ということになっておりまして、今後も人

材育成の観点から、継続していきたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、ホーム

ページのリニューアルに伴いまして、ハン

ディキャップを持った方に対するウエブ

アクセシビリティをどのように反映した

のかのご質問にお答えいたします。 

 具体的なウエブアクセシビリティの取

り組みといたしましては、文字表示の拡大

機能ですとか、また、文字の背景色を変更

することなどが挙げられます。 

 それ以外には、ホームページ作成段階で

ウエブアクセシビリティのチェック機能

が働きまして、例えば「１，０００円」と

表記する際も、頭に「￥（円マーク）」で

なくて、漢字で「円」を記載するとか、あ

と曜日を掲載する場合も、「月」というよ

うな記載ではなくて、「月曜日」と記載し

なければならないとか、視覚障害者のため

に、音声読み上げソフトなどに適した文字

をホームページ作成時に、そもそも使用し

ないとエラー表示が出るような仕組みと
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なっております。 

 このように、アクセシビリティがクリア

できないとホームページが作成できない

仕組みにはなっておりますけれども、各課

の職員に対しても、操作研修の際には、ウ

エブアクセシビリティの必要性の意識づ

けも行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 パブリックコメン

トについてのご質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 午前中にも少しご答弁をさせていただ

きましたけれども、平成２９年度につきま

しては、四つの分野別計画の策定におきま

して、パブリックコメントを実施しており、

最も多くご意見をいただいたのは第７期

せっつ高齢者かがやきプランの１０件と

なっております。 

 ご質問にもございましたけれども、具体

的に、どういう工夫をしたのかとのご質問

だったとは思われますけれども、第７期せ

っつ高齢者かがやきプランにおきまして

は、今まではパブリックコメントを見てい

ただくために公共施設へ配架をさせてい

ただいてたんですけれども、今回から、そ

の計画に関係が深い方に見ていただきた

いということもございまして、市内の特別

養護老人ホームにも今回から配架をして、

パブリックコメントの意見の募集を行っ

たと、所管からは聞いております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 南野委員。 

○南野直司委員 それでは、まず１点目の

女性活躍推進法をもとにした、第３次摂津

市特定事業主行動計画の取り組み内容、そ

して、目標の達成状況について、ご答弁い

ただいたわけでございます。 

 一昨日は、この総務建設常任委員会の後

に、障害者の方の雇用についての協議会が

開催されました。チャレンジドオフィスせ

っつの中心的な取り組みを中心に、さまざ

ま取り組んでいただいておりますけども、

一方で、女性が社会で活躍できる環境の整

備というものは、本当に今後も私自身は大

事になってくるかと思います。摂津市のこ

の行政におきましても、一つの地方公共団

体として、民間企業の模範になるような取

り組みをどうか今後も続けていただきた

いなと思いますので、よろしくお願いをい

たします。これは要望としておきます。 

 それから、２点目の職員自主研究グルー

プ補助金の取り組みの内容につきまして

ご答弁いただいたわけでございます。 

 もう１点、ここで、この平成２９年度の

取り組みといたしましてお聞きしたいの

は、職員提案制度について聞いておきたい

と思います。職員の皆さんの積極的な意見

の提案を奨励し、それらを市政に反映する

ことによって、行政事務の効率化あるいは

職場の活性化、そして、職員の行政運営へ

の参加意識を高めるだけではなく、市民の

皆様のサービスの向上につなげていく取

り組みであります。 

 この職員提案制度でございますけども、

平成２９年度より、人材育成の観点をさら

に推進するために、所管課を人事課に変更

されました。この平成２９年度の職員提案

制度の取り組み内容について、ちょっと改

めてお聞きしたいと思います。 

 そして、３点目のホームページに関して

のウエブアクセシビリティをどのように

反映していただいたか、詳しく課長のほう

からご答弁をいただきました。 

 これも、もう１点だけ、この平成２９年

度の取り組み、あるいは課題としてお聞き
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したいのは、ホームページのトップページ

におけるイベント情報などが少ないので、

情報掲載の拡大など検討していただいた

と認識いたしますが、取り組み内容につい

てお聞かせください。 

 そして、もう一つは、ＳＮＳあるいはス

マートフォンアプリを活用して、健康、子

育てあるいはイベントなどの市政情報を

提供できるシステムの構築についても、こ

の平成２９年度におきましても検討課題

であったと私自身は認識しております。こ

の件について、ご答弁をいただきたいと思

います。 

 それから、最後の４点目でございます。

パブリックコメントについてご答弁を課

長からいただいたわけでございます。さま

ざま工夫をしていただいて、市内の特養の

施設に配布されたりしていただいており

ます。 

 これは要望としておきたいと思います

けども、例えば、先ほど広報課のほうで提

案いうか、これは一般質問でも提案させて

いただいたんですが、今、市のその情報発

信のツールとしまして、ホームページある

いは広報誌があります。そして、パブリッ

クコメントでしたら、そういういろんなと

ころに配布していただいたりしていただ

いておりますけども、例えば、広報誌は紙

媒体、市民の皆さんにお配りしますけども、

ホームページというのは市民の皆さんが

見にいかないとなかなか見れない情報、自

分で見にいかないとあかんのですけども、

例えば、ＳＮＳであったり、スマートフォ

ンアプリというのは、こっちから発信がで

きるわけであります。いつも提案させてい

ただいているんですけど、教育委員会とか

消防本部が使われているせっつ安全安心

メール等を活用して、こういう計画をつく

るので、パブリックコメントをお願いでき

ませんかという、登録していただいている

方に発信するとか、あと、スマートフォン

アプリでしたら、お知らせが届くと、アプ

リのアイコンには１とか２とか数字が出

ていると思いますので、それを必ず見るわ

けであります。それも登録していただいて

いる人にそういう情報を発信できるとい

う、僕はツールだと思いますので、今後、

またこれは平成３１年度、平成３２年度の

取り組み、今後の取り組みとして、そうい

う発信ツールをどうか活用していただい

て、こういうような大事な計画の策定に当

たってのパブリックコメント等々をとっ

ていただいて、多くの市民の皆さんの意見

を市政運営にしっかりと反映していくと

いうことは非常に大事なことだと思いま

すので、どうかよろしくお願いしたいと思

います。要望としておきます。 

 ２回目、以上で終わります。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、２回目のご質

問に答弁をさせていただきます。 

 職員提案の関係の平成２９年度の取り

組みということでございましたが、昨年度

の実績では、市役所食堂の健康志向メニュ

ーというテーマであったり、高架下の活用

による魅力あるまちづくりというテーマ、

これらのテーマがございまして、計４件の

提案が実際にございました。いずれも採択

をされているという結果になってござい

ます。 

 この職員提案制度としましては、市民サ

ービスの向上であったり、事務の効率化、

また、執務環境の向上など、テーマに沿っ

た提案を行っていただきまして、審査結果

として採択をされれば、関係課が実現に向

けて取り組むというような仕組みになっ
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てございます。 

 過去には、ご当地ナンバープレートであ

ったり、ガンバ大阪の重点ホームタウン化

など、さまざまな提案がございましたけれ

ども、先ほどご質問の中にもございました

が、平成２９年度から人事課が所管をとい

うことでございますけども、これまでもそ

うなんですが、政策推進課とも連携をしな

がら、できる限り多くの職員にこの職員提

案にかかわっていただきたいと考えてい

るところでございます。 

 実際、この制度の説明等を説明会で実施

をしているんですが、ここの参加者にも、

いろんな考え方について、人事課としても

いろんなレクチャーをしながら、提案にま

で持っていっているというような状況が

ございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 古賀課長。 

○古賀広報課長 そうしましたら、ホーム

ページのまずトップページのイベント情

報の拡大をどう検討してきたかについて

お答えいたします。 

 今回、リニューアル後のホームページの

トップページ下段のほうにイベント情報

は掲載いたしておりますけども、摂津まつ

りですとか、他市からも多く来られるよう

な大きいイベントにつきましては、ピック

アップ情報というところでバナーを作成

いたしまして、より閲覧しやすい工夫も行

っているところでございます。 

 今回、ホームページのリニューアルにお

きましては、先ほど委員からもご質問があ

りましたように、検索しやすい、スマート

フォンでも問題なく見れるようなトップ

ページにしたことから、非常にシンプルな

画面となっております。ただ、イベント情

報も含めて、より見やすく、よりわかりや

すく、必要な情報を得やすくするために、

まだまだ改善する余地もあろうかと考え

ております。 

 それとまた、イベントを情報発信するの

は、あくまでもイベントを所管いたします

担当課でございますので、各課とも意見交

換を行いながら、積極的なイベントなどの

情報発信につきまして働きかけてまいり

たいと考えております。 

 あともう１点、ＳＮＳですとか、スマー

トフォンアプリの導入の検討でございま

すけれども、今回、ホームページのリニュ

ーアルに当たりまして、各課が掲載したイ

ベントなどの情報を閲覧された方が、フェ

イスブックですとか、ツイッター、こうい

ったＳＮＳで情報を拡散できる機能は持

たせております。例えば、市のイベント情

報のページ内にあるフェイスブックボタ

ンをクリックいたしますと、そのイベント

情報をシェアすることになり、その閲覧さ

れた方とつながっておられるＳＮＳ利用

者にも同じようなイベント情報が拡散さ

れて、お知らせするといったことができる

ようになります。 

 ただ、最近では、自ら情報を取りにいく

のではなくて、定期的に情報を届けてもら

うような形態を望まれる、いわゆるプッシ

ュ型による情報発信も必要ということも

お聞きしておりますし、特に災害時、必要

な情報を迅速に届けるといった点では、そ

のＳＮＳの活用は有効的ではあると考え

ております。 

 ただ、いろいろ問題点も指摘される点も

ございます。個人情報の管理ですとか、ま

た、ＳＮＳを利用できる、できない人など、

そういった情報格差も生じないかどうか、

そういった配慮も考えていく必要があろ

うかと考えております。 
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 いずれにいたしましても、的確に情報発

信する必要がございますし、そういったＳ

ＮＳ、アプリを導入いたした場合も、情報

発信を行う側のスキルアップといいまし

ょうか、職員の意識改革も必要となってく

ると考えておりますので、諸問題を十分に

整理しながら、引き続き、この点について

は検討していきたいと考えております。 

○渡辺慎吾委員長 南野委員。 

○南野直司委員 職員提案制度につきま

して、平成２９年度の取り組みの中身につ

いて、詳しくご答弁をいただきました。 

 これも要望としておきたいと思います

けども、職員の皆さんが日ごろの業務で経

験し感じたことなど、みずからのアイデア

を発表し、形にしていく。この職員提案制

度は、私自身は本当に大事な取り組みやな

と思っています。平成２９年度は４件の提

案がなされて、採択されたということなん

で、もっともっと職員の皆さん、いいアイ

デアを持っておられると思いますので、ど

うか続けて実施していただきたいと思い

ます。行政事務の効率化、そして、やっぱ

り何よりも市民サービスの向上に一つ一

つがつながっていくものだと認識してお

りますので、どうかよろしくお願いをしま

す。これ要望としておきます。 

 そして、ホームページと、あわせてＳＮ

Ｓあるいはスマートフォンアプリを活用

し、市民の皆さんへ迅速に市政の情報を伝

達していく。待っているんじゃなくって、

こちらから発信していくということにつ

いては、私は、今やっておられる自治体も

多くあります。すごく大事な取り組みだな

と思います。摂津市における人口ビジョン

あるいは摂津市まち・ひと・しごと創生総

合戦略にも定住促進という観点から、若い

世代をターゲットにしていくという観点

からも、非常にこれは大事な取り組みだな

と思っております。 

 要望としておきますけども、実際、課長

から今ご答弁いただいたのは、やはり担当

課が、その担当の発信したいこと、例えば

ホームページに打ち込んでいくというこ

とでありますけども、僕は、これ提案なん

ですけども、例えば広報課にその専門の方

を採用して、もう各課からそういう情報を

全部そこへ集めて、その方が発信をしてい

く。そういった方法も一つじゃないかなと

思うわけです。副市長もいらっしゃいます

ので、これは本当に、アプリなんかつくり

ますと予算もかかることでありますけど

も、費用対効果というのは本当に十分ある

ことだなと僕は思っておりますので、どう

かこのような手法を取り入れていただい

て、市政の情報を迅速にこっちから発信し

ていくということを、どうか今後も取り組

んでいただきますようよろしくお願いを

いたします。 

 もう一つは、そういう摂津市というのは、

さまざまなイベントがコミプラを含めて

いろんなところで実施されておりますけ

ども、そういうＮＰＯ団体の方であったり、

そういう皆さんから意見を聞いて、一緒に

そういうアプリをつくっていくというの

も、みんなが育むつながりのまち摂津に、

協働の取り組みとしてつながっていくも

のだと、みんなでつくり上げたそういうツ

ールだということで盛り上がっていくと

思うんです。そういうことを視野に入れて、

どうか若い世代の皆さんにも協力してい

ただきながら、そして、高齢者の方でも、

今、スマートフォンアプリ、使われますの

で、そういったことも視野に入れて、どう

か取り組んでいただきますようよろしく

お願いします。要望としておきます。 
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 以上で質問を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますで

しょうか。 

 三好委員。 

○三好義治委員 それでは、午前中から質

疑も多々出ておりまして、関連する部分が

あると思いますけども、その辺は理解をお

願いしたいと思います。 

 まず、政策推進課で、午前中も出ており

ましたけども、まず決算概要４８ページで、

指定管理者選定委員会委員報酬が１６万

６，０００円の予算現額に対して、決算未

執行のゼロとなっておりまして、不用額が

全てになっております。もともとは平成３

０年１２月に指定管理者の選定委員会を

開催するという方針が出されておったん

ですけど、この平成２９年度の指定管理者

制度に係る委員報酬というのは、どういっ

た目的で計上されておったのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 それと、午前中、野口委員から、指定管

理者制度の評価結果について、市営斎場の

関係の民間委託の件は出ておりましたけ

ども、課長のほうからは午前中の答弁で、

この評価結果のアンケートのあり方とか、

評価シートの出し方については、今後、検

討していきたいという答弁をされており

ました。 

 さらに、加えて確認しておきたいのが、

この評価制度で例えばＢになっていると

ころが、シルバー人材センターに委託して

おります体育施設関係、これは正雀体育館、

味生体育館、鳥飼体育館、スポーツ広場、

青少年広場、柳田テニスコート、くすの木

公園、これが施設設置目的及び基本政策に

ついては、指定管理のほうは４で見ている

んですが、市は３です。それとか、指定管

理者はちゃんと意思疎通ができています

という５が評価されています。市から見る

と３です。そういったことをずっと見てい

きますと、建物・設備の保守・点検・修繕

で、このシルバー人材センターに委託して

いる体育施設については、建物・設備の保

守・点検・修繕が指定管理者の評価は４点、

市が見る評価が２点、その中身が、要は除

草が行き届いてないとかという評価があ

るんですね。 

 今回の件に関しては、こういう注意喚起

だけしておきますけど、こういう評価の仕

方については、屋内体育館もあれば、屋外

体育館もあれば、テニスコート、非常に人

気のある、こういった評価の高いところも

あるんですよ。だから、そういったところ

は見直しをかけるときには、そういう分類

の仕方を変えてみたらどうかなと思いま

す。 

 それと、フォルテ摂津のほうなんですが、

こちらのほうも、過去、フォルテ摂津を建

設した当時から、地下駐車場のその回転率、

利用率、利用度というのが、我々、直営で

やっているときから大きな課題だったん

ですね。今回のこの評価結果を見ると、僕

はそこの会社は結構努力してやっている

と思うんです。その中で、条例で料金設定

もしているし、いろんな制約がある中で、

この評価シートの中では、経営努力をしな

さいというような評価シートになってい

るんです。そういったところでは、行政が

何かのアイデアがあって、それに従ってな

かったら、そういう評価があってしかるべ

きものだと思うんですけど、今、多分この

場で、政策推進課に対して、地下１階の駐

車場の回転率をもっと上げなさいと。今よ

り経営努力しなさい、２倍に上げなさいと

言っても、回答は多分ないと思うんです。

だから、そういったことまで突きつけてい



- 42 - 

 

るんですね。 

 私は何を心配しているかいうたら、こう

いった外郭団体が、今後、指定管理者選定

委員会の中で審査を受けるに当たって、こ

の辺を基準とした場合に、摂津市の外郭団

体、どこも入札するところはないやろうと、

Ｂ評価を受けているんやから。我々も、そ

のＢ評価ならば、なぜＡ評価までもってい

かないんか、何でＢ評価のところに発注す

るんか、こんな議論になると思うんですね。

この部分については、もう指摘だけしてお

きますんで、答弁は結構です。 

 それと、８２ページの臨時福祉給付金、

これも数年来にわたって専属の職員を置

かれて、平成２９年度でこれが終了したん

ですけど、実際にふたをあけてみますと、

相当額返還しているんですね。８２ページ

に書いておりますように、２億９，２５０

万円の予算に対して６，２００万円返還し

ております。過年度分の国庫返還金でも５

００万円、もともと、これスタートして、

我々も委員会で中間報告も受けながらや

っておったんですけど、どれだけの方が受

けられたんか。目標に対して実績として、

国の方針に基づいて、実際にできたんかど

うかね。ここのスタッフ、プロジェクトチ

ームでやっておったんですけど、もう既に

解散もしてるし、我々、それに対する結果

も、個人的には受けているようには記憶な

いんですね。だから、この決算審査でその

全体的なことについてご報告をいただき

たいと思います。 

 それから、政策推進課で、いろいろ業務

を見ようと思って事務報告書を開いてみ

たら、この１９ページと２０ページ、この

裏表の１ページだけなんですね。この政策

推進課が、ここに業務内容、事務報告書に

書いているのは、休日窓口開庁受付等の件

数、この報告しかないと。これが政策推進

課の業務内容ですか。この部分については、

どんな考えを持っているんか、ちょっと教

えていただきたいと。 

 それと、４８ページのこれも午前中から

出てきております、公共施設等総合管理計

画のＦＭの関係で、４月から政策推進課に

なったから、この点については、過去の防

災管財課の政策でもあるんで、きょうは改

めてＦＭからの答弁は控えさせていただ

きますけど、私から話させていただきます

と、この公共施設等総合管理計画のスター

トは、もともと各所管が持っておって、そ

れから建設部に移行して、政策推進課が持

ったり、防災管財課が持ったりしながら、

延命を図るため、どうしていくんやとか、

建てかえどうしていくんやということで、

もう数年かかってきたんですね。防災管財

課に行って、先ほど言いました１，０８１

億円ぐらいは後年度にかかってくるとい

うところの数値まで出されて、延命方策を

どうしていくか。そのときにやっぱり問題

になっておったのは、統廃合を行っていく

施設がどの部分であって、新設する部分が

どうであるか。 

 僕は、このＦＭの考え方につきましては、

先ほど各委員も言うてたけども、特に改め

て話させていただくと、統廃合、それから

延命、改修、それと廃止、新設、移設、こ

ういったことを時系列に並べていくなら

ば、もっと早い目に計画方針が出てくるん

違うかな。ＦＭがどうも今、足かせになっ

ているような感じがして仕方ないんです

よ。先日の決算審査で言いましたように、

一津屋第１団地は大規模改修をやりまし

た。２年後には一津屋第２団地も大規模改

修をやっていきます。小学校は既に耐震化

が終わりました。これも本来やったら公共



- 43 - 

 

施設等総合管理計画にのせるような建物

が全部終わってきているんですよ。だから、

全部後手になったらあきませんよいうて、

何を平成３２年度までに時間延長しなが

ら検討していくんやと。もっとスピード感

をもってやっていただきたいということ

を要望しておきます。 

 それと、人事課で、事務報告書２９ペー

ジで、これ人事全般にかかわるものなんで

すが、私も民間企業でございまして、こう

いった人事の関係につきましては、るる議

論もしてきている立場でもあります。その

中で、先ほど、時間外、時間管理の関係を

話しておりましたけど、今、働き方改革と

いうのがクローズアップされておりまし

て、その一方では、ブラック企業と言われ

ているような、過労死でいろいろと訴えら

れているところ等もあります。 

 私は、先ほど野口委員から残業の件もあ

りましたが、私も資料請求もさせていただ

きました。一方では、休日出勤をされて、

あと代休申請をしているのか、振りかえを

しているのか、その辺が非常に気になって

おりまして、これについて、休日出勤をし

た場合の代休申請者と振替休日申請者、結

果、実態としてどうなっているのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 それと、決算概要の４０ページの労働安

全衛生事業ですけど、この件につきまして

は、もういつも損害賠償の関係で、交通事

故とか、物損事故などが議会に出てきてお

ります。 

 人事課の労働安全衛生事業の中には、身

体にかかわるものと、災害にかかわるもの、

この二つがあるわけですね。私らの常識か

らいきますと、労働安全衛生法に基づいて、

庁内においてその管理責任者がおる中で、

皆さん方の健康管理と災害対策、それに基

づいて、庁内組織として安全衛生事業にも

基づいてやっていますと言うけども、やっ

ぱりここ数年間見ておってでも、この点に

ついては、交通事故も減っているような形

跡もないし、どんな活動をしているのか、

改めてここでお知らせいただきたいのと、

体制も含めて教えていただけますか。 

 それと、先ほどの組織別能力開発事業で、

採用が非常に厳しいということで、ことし

も七、八人、事務系で採用されたと伺って

おります。 

 ただし、募集をしたときには、応募者は

採用者数に対して何十倍もいて、その中で

採用枠が狭き門であって、人手不足、これ

がどういうような因果関係になっている

か。先日、市役所新館５階にも貼っていた

ように、技術職員の募集を行っています。

モノレールの車内でも広告を実施したり、

阪急電車の車内でも広告を実施しており

ますが、技術職はなかなか集まらないと。

これまでも民間から採用しながら、即戦力

になる方も集めたり、いろいろしておりま

した。現時点においては技術職が全く集ま

らないと。 

 私は、一方では、その技術職を即戦力で

集めるのもしかるものですけど、やっぱり

人材育成というものでは、我々民間企業に

おきましては、高卒、大卒でも、普通科か

ら出てきてても、そこで専門職種について

いただくために社内教育を行い、外部に委

託しながら専門知識をつけていただいて、

戦力になっていただくと。こういう仕組み

もやっているわけですね。役所というのは、

現在、そういったことが、去年１年間、一

切やられてない。そういった考え方につい

てお聞かせいただきたいと。 

 それから、人権女性政策課で、これは先

般のこの総務建設常任委員会の中でも話



- 44 - 

 

させていただいたんですが、決算書５１ペ

ージで、一般寄附となっていることは、財

政課長から話聞きますと、これは目的寄附

であると。目的寄附ね。人権女性政策課に

寄附されております１１５万円につきま

しても、これ、目的寄附だと認識しており

まして、そのときは詳しくは聞いてなかっ

たんですが、きょうは担当課長もおられま

すんで、その１１５万円、何人の方が寄附

されて、どういった目的で寄附されてきた

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

 もう一つは、監査結果報告書、監査委員

から出されているもので、人権女性政策課

に対して、事務処理とか図書購入とか記録

はほぼほぼ適正に処理されたと書いてお

りますけど、委託契約事務において、一部

で改善を要望したという指摘があります。

報酬と報償費の支払事務において、一部で

改めるように注意した。どんな件を注意さ

れて、現在、どうなっているのか、お聞か

せいただきたいと思います。後でまた行政

委員会にも伺いますので。 

 それと、先にこっちへ行きます。４４ペ

ージで、会計室、予算は少ないんですけど

も、庁内物品配布事業費としてあります。

節を見ますと、消耗品費やら印刷製本費と

なっているんですが、右の欄にいきますと、

庁内へ配布する物品に係る経費と書かれ

ておりまして、それと、先ほど言いました

決算書の一番最後のページ、こちらのほう

に、２２１ページに物品という一覧表が載

っております。これも会計室が一応管理し

ているということを伺っておりまして、こ

れは購入価格５０万円以上の物品として

取り扱っております。その中で、先ほど言

いました庁内物品配布事業いうのは事細

かい数字になっているんですね。こっちの

物品いうのは消耗品やから、私は消耗品と

して受けとめているんですが、この物品と、

この消耗品、備品との違いを教えていただ

きたいと思いますし、この物品の中で、２

２３ページ、何ぼか抽出して、ちょっと確

認しておきたいんですけど、空き缶プレス

機というのは、今の文化ホールの隣に総合

福祉会館があったときに、「くうかん鳥」

というて、環境業務課が設置した空き缶プ

レス機があったんですね。現在、福祉会館

も全く跡形もなくて、この空き缶プレス機

というのは、今、一体どこにあるんかなと

思います。 

 それから、ハイビジョンテレビ、これも

議会事務局のロビーにあったり、十数年前

にあった分やと思うんですね。だから、今

のテレビではなしに、昔の旧型のテレビな

んですね。こういったものが、現在、どこ

にあるんか。 

 一番上に、カーペット、これも、カーペ

ットも現状敷いているんやったら、これ物

品として取り扱っていいのかどうか。 

 こういったことが物品の中でちょっと

気になって、過去からずっと、これ来てま

すねんという答弁は、僕は期待してないん

ですよ。要は、過去からずっと来ておって

でも、現在、いろんな時代の中で、変えな

ければならない部分は、この先、変えたら

いいと思うんでね。これをもう率直にご答

弁いただきたいと思います。 

 それから、事務報告書の２６９ページで、

指定金融機関等の検査というのがありま

す。地方自治法第１６８条の４の規定によ

りということになっておりますけど、地方

自治法第１６８条の４というのは、市役所

が指定金融機関というか、指定金融機関で

収納代理を行っていただく銀行というこ

との中で指定されるらしいですね。それが、

現在、摂津市は何行あって、今回は９行だ
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けが検査対象行になっているんですけど、

どんな検査内容であるかも含めて、答弁い

ただきたいと思います。特に、ここに三菱

ＵＦＪ銀行とか近畿労働金庫とか入って

ないことから、気になりましたんでね。 

 それと、総合行政委員会で、摂津市の市

議会議員一般選挙が決算概要６４ページ

に載っております。これにつきましては、

平成２９年度の第７号補正、いわゆる３月

の定例会でも、この委員会で私は大分質問

させていただいて、指摘もさせていただい

た経緯があります。改めて確認しておきた

いのが、当初、５，７４９万１，０００円

で予算組みをされて、決算は、それ以降、

２，０００万円ぐらい減額になっておりま

す。これの主に減額になっている内容は、

選挙公営制度交付金、これが当初予算２，

２４０万円でしたのが、決算で見ますと、

１，２９３万９，１４２円まで減額されて

いるんですね。これにつきましては、選挙

に係る候補者の公費負担部分だと思いま

す。これは何人が対象であったのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 法が設立された時点のときには、これを

受けないという方々も多数おられました

んでね。その関係で、なぜこれだけ予算が

減額になったのか、お聞かせいただきたい

と思います。やはりこの５，７００万円か

ら約２，０００万円まで減額するというの

は、執行率が非常に低いという面では、余

りにも当初予算を取り過ぎとったん違う

んかということを確認しておきたいから、

質問させていただいております。 

 また、思い起こせば、このときの市議会

議員一般選挙については、この３月の総務

建設常任委員会でも厳しく指摘をさせて

いただきましたけども、最終的に投票用紙

が数え間違いで、作業が深夜まで至ったと

いうことの中で、局長もこの場で謝ったと

思います。３月の段階でマニュアルづくり

もしながら、今後、このようなことのない

ようにしてくださいということをお願い

しておったんですけども、これは予算とは

別やけど、経過の関係で、それは今の動き

としてはきっちりやられているんかどう

か、改めて確認をしておきたいというふう

に思います。 

 それから、それと関連いたしまして、６

４ページに管理職の特別勤務手当という

のが１２万３，７５０円計上されているん

です。管理職の特別勤務手当、これももと

もと数年前まではこういう管理職の特別

勤務手当というはなかったんですね。我々

としては、管理職につきましては、手当も

数年前から引き上げていって、きっちりと

手当も払っております。それがいつの段階

でこの管理職特別勤務手当いうのが発生

してきたのか。調べていくと、選挙管理委

員会と、それから、災害対策の予算を持っ

ている防災管財課、ここの２か所が持って

いるんですけど、この辺の経過も含めて、

選挙管理委員会でこの一般選挙で従事し

た管理職、何名おられてというのを一回教

えてもらえますかね。 

 それと、これも選挙管理委員会で、いつ

も明るい選挙推進協議会の動きがあるん

ですけど、この明るい選挙推進協議会は、

やっぱり投票率を上げるためにとか、選挙

違反を起こさないとかいうて、非常に活動

していただいている団体だと思うんです

けども、その辺の今、動き、実態が、一般

管理費からもどこも出てこないですから、

どうなっているんか、お聞かせいただきた

いと思います。 

 それから、もう１件だけ、監査委員事務

局で、先ほど指定管理の関係でさせていた
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だいたんですけど、昨年、監査で財政援助

団体の監査を行っているんですね。ざっと

見ていますと、全てこれ、シルバー人材セ

ンターをたまたまやっているんですよ。シ

ルバー人材センターをやって、監査の結果

が、施設管理及びそれ全て適正だったと、

去年ね。 

 先ほど、指定管理の平成２９年度の結果

報告をさせていただいたんですけど、ここ

の評価と、政策推進課、要は原課から見て

いる評価は全く違うんですね。ここのどう

いう監査をやってきたのか、もう一回教え

てもらえます、財政援助団体等の監査。僕

は、やっぱり一方では指摘している部門が

あって、一方では、これも二重丸の評価さ

れているんですよ、この辺がね。 

 それともう１点が、行政監査を行ってい

る中で、１１ページ、監査の結果、これは

情報公開の関係ですから、多分総務課を監

査対象とされたと思うんですけど、その中

で、一部公開または時限非公開たるものを

非公開としているもの、全部公開または時

限非公開とできるものを一部公開してい

るものとか書いているんですけど、非公開

とすべきものを一部公開としているもの

などが見受けられたという曖昧なことを

書いているんですね。これは個人情報保護

法の関係でいくと、ペナルティに値するよ

うなことだと思うんです。これについて、

監査委員の見解をお聞かせいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 大西課長。 

○大西政策推進課長 三好委員のご質問

にお答えをさせていただきます。 

 決算概要の一般事務事業の指定管理者

選定委員会委員報酬が、平成２９年度、末

執行となっているが、当初、どういう見込

みでこの予算を計上したのかというご質

問だったと思いますけれども、平成２９年

度当初、この予算の計上理由につきまして

は、不測の事態が起きたときに、改めて選

定を行うということを想定した上で、四つ

の施設を想定し、３回程度行うことを想定

し、当初の予算で計上させていただいたも

のでございます。 

 続きまして、臨時福祉給付金についてで

ございます。お問いにございました平成２

９年度の臨時給付金の分の残額が６，２０

０万円程度、大きい数字になっております。

こちらにつきましては、平成２９年度、実

施しました臨時福祉給付金について、予算

計上のときに対象見込みを１万９，５００

人と計上をしておりましたが、事業を実施

した結果、支給決定者が１万５，３６６人

となり、当初見込んでおりました支給決定

者数を大きく下回ったことが要因でござ

います。 

 また、これまでの結果というお問いでご

ざいますけれども、平成２９年度、少し重

複する分はございますけれども、最終的に

申請書を発送した方につきましては、平成

２９年度が１万７，６７３人、そのうち申

請いただきましたのが１万５，３９２人の

方、８７％の申請率となっております。 

 平成２８年におきましては、申請書を発

送させていただいた方が１万８,４６４人、

その中から申請をいただきましたのが１

万４，４１８人、申請率が７８．１％とな

っております。 

 平成２７年度につきましては、申請書を

発送させていただいた方が１万９，２０５

人、その中から申請をいただいた方が１万

５，１５８人、申請率が７８．９％となっ

ております。 

 平成２６年度につきましては、申請書発
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送をさせていただいた方が１万９，０２０

人、その中から申請をしていただきました

方が１万４，７４６人の７７．５％となっ

ております。 

 結果、どうだったのかというところでご

ざいます。平成２９年度だけにはなってし

まいますが、他市と比べてみまして、本市

につきましては８７％の申請率となって

はおります。 

 北摂７市で見ますと、池田市７３％、吹

田市８８％、茨木市が８９％、箕面市８

９％、高槻市が９１％となっており、ほぼ

ほぼ同数となっておりますので、よかった

か悪かったかというのは、なかなか申し上

げづらいですけれども、このようなものだ

ったのかなと感じてはおります。 

 続きまして、事務報告書の分につきまし

てでございます。平成２９年度につきまし

ては、休日開庁の分について、１枚のみに

なっている分について、なぜかというお問

いだったとは思います。 

 政策推進課の平成２８年度事務報告書

についても、市制施行５０周年事業の分を

何をしたかというような形で、政策推進課

単体というよりも、政策推進課も中心とな

って行った事業の特筆した分というのを

毎年載せているという形になっておりま

した。 

 平成２９年度につきましては、年度末に

行います休日開庁の分について、政策推進

課が中心となって行った部分もございま

したので、そちらの分の実績を載せさせて

いただいているという状況になっており

ます。 

 しかしながら、委員からもご指摘いただ

いたとおり、政策推進課として事業はこれ

だけかという部分なのは、私も思っておる

ところもございますので、今後、ここの部

分について、掲載する事業を検討してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 市長公室長。 

○山本市長公室長 臨時福祉給付金のと

ころでございます。国への返還金が大きく

出ているというところでございますけど

も、平成２８年度の早い段階、我々の見込

みがまだ決まらない段階で、国との調整の

中で補助金額を決定するというような時

期がございました。我々といたしましては、

その予算ベースで補助金の申請をし、その

時点での確定を打ったということで、翌年

度精算でございますので、精算時において、

先ほど課長からございました、実際、予算

ベースと決算ベースの差がございますの

で、翌年度に返還をするというようなこと

の国との調整の中で、早い段階でその確定

を一旦国が決定をするというような事務

がございましたので、返還金が大きくなっ

ているというのは、その国とのやりとりの

関係、また、確定時期の関係をもちまして、

大きくなっているということでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 私からは、人事課にかか

わりますご質問に答弁をさせていただき

ます。 

 ６点目の休日出勤等の振りかえの状況、

実態をということでございます。 

 昨年度に週休日及び休日、この勤務の状

況なんですけれども、集計がなかなか難し

い部分はございますけれども、１日単位で

なくとも出勤があった日ということでご

理解いただきたいんですが、そういう日数

が延べ全庁的な部分で４，１２０日ござい

ました。このうち、振りかえ等ができる半

日以上の勤務があった日数ということで
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申し上げますと、延べ２，９４１日という

ことになってございます。これに対しまし

て、実際に振りかえを実施したという日数

が２４３日ということでございまして、こ

れが振りかえが可能と想定される日数と

の対応率ということで申し上げますと、全

庁的には８．３％という数字でございまし

た。 

 それから、７点目の労働安全衛生の関係

でございます。どのような活動と体制でと

いうお問いでございました。 

 労働安全衛生につきましては、昨年度も

答弁をさせていただいた部分もございま

すけれども、それぞれの事業場において、

月１回、安全衛生委員会というのを実施を

いただいております。事業場ということで

申し上げますと、上下水道部、それから消

防本部、清掃、それから給食、保育所、こ

れらの各事業場の委員会というのがござ

いまして、これが月１回実施をそれぞれさ

れていると。全体の情報共有も含めて、そ

れらの代表の方にご出席をいただく安全

衛生委員会というのを年４回実施いたし

ているという状況でございます。この中で

は、産業医の方にもご出席をいただき、ま

た、安全管理者でありますとか、衛生管理

者の選任も行い、さまざまな健診、公務災

害、事故状況、これらの情報の共有、また、

議論を行っているという状況でございま

す。 

 それから、８点目のご質問でございます。

技術職の人材育成のお問いがございまし

た。 

 委員がおっしゃられましたような、例え

ば技術職以外の職員の部分を技術職に必

要な研修等を行っていくという、そういう

ようなことは、おっしゃられますように、

本市としては実施しておらない状況でご

ざいます。 

 職種別の研修ということで、昨年度、こ

れはもう現有の技術職の方が対象という

ことになりますけれども、それぞれ技術職

の職場における事業の推進にかかわりま

す研修でありますとか、個々のスキルアッ

プを目的とした研修、これが昨年度の実績

で言いますと、１１ほど派遣をいたしてお

りまして、計１７名がその研修を受講して

いるという状況でございます。 

 ご質問の中にございました技術職員の

採用はなかなか思うようにいかないとい

う部分に関しましては、現在の対応状況と

いたしましては、経験でありますとか知識

を有するご定年退職後の方を非常勤職員

として技術職の職場のほうで任用いたし

まして、業務を切り分けて、一部を担って

いただいて対応していると、そういう状況

でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 菰原課長。 

○菰原人権女性政策課長 それでは、三好

委員からの人権女性政策課にかかわりま

す２件のご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目なんですけども、一般寄附

金についてでございますが、こちらは市内

の企業１社、１団体から、当課が所管して

おります人間基礎教育の推進のためにと

いうことで、ご寄附をいただいているもの

でございます。 

 続きまして、監査の指摘事項ということ

で、委託契約事務と、報酬、報償費の支払

事務において指摘を受けている次第なん

ですけども、まず、委託事務の指摘事項に

ついてですが、こちらは、決算概要の５８

ページの車窓広告事業の中に除草委託料

というのを計上しておりまして、吹田操車

場跡地の公園整備内の地区に設けました
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人間基礎教育をアピールする大きな看板

があるんですけども、その看板を支える支

柱の部分の除草ということで、危険等の防

止の観点から、その除草の委託をしている

次第でございます。こちらの除草の仕方が、

水みどり課が実施します公園の除草作業

に合わせて実施していただくということ

で、口頭での依頼で実施しておりましたが、

契約の中には発注書により依頼するとい

うふうに明記されておりまして、その発注

書が、申しわけないところではございます

が、しっかり作成して依頼ができていなか

ったところ、ご指摘を受けた次第です。改

善策としましては、起案により発注書を送

るということを徹底しまして、公文書の管

理に努めるということで、改善報告してお

ります。 

 続いて、報酬、報償費の支払事務の指摘

なんですけども、こちらは審議会を複数所

管しておるんですけども、その委員報酬で

あったり、男性電話相談の報償費の支払い

が、１か月程度遅延が生じたので、適正管

理ということでご指摘を受けました。これ

については、改善策として、支払事務があ

ることを失念しないために、担当職員のス

ケジュールを管理するチェック表をつく

りまして、課全体で支払いを確認できるよ

うな体制をとるということで、報告してい

る次第でございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 牛渡会計室長。 

○牛渡会計室長 それでは、三好委員の会

計室に係ります、大きく２点に分けてのご

質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、物品の概念でございますけれども、

地方公共団体の所有に属する現金、公有財

産、基金を除きます動産及び地方公共団体

の所有には属しませんが、使用のために保

管する動産を物品というと地方自治法に

は規定をされております。 

 物品の出納及び保管の事務は会計管理

者が行うと規定されておりますが、使用中

の物品の保管責任は、当該所管のほうで行

っていただいているところでございます。 

 物品については、大きく備品と消耗品に

区分がされますけれども、現在、予算編成

等で本市の基準となっておりますのは、お

おむね１万円以上で、堅牢で複数年の使用

に耐え得るものを備品というふうに位置

づけをさせていただいているところでご

ざいます。 

 ただし、少額でありましても、手提げ金

庫のように複数年使用対応できるものに

ついては、備品としての登録を促している

ところでございます。 

 物品の名称が混在しているところでの

ご質問でございますけれども、ご質問にご

ざいました庁内物品配布事業につきまし

ては、その目的が、全庁的に使用いたしま

す附箋であるとか、ノート、鉛筆等々の消

耗品につきまして、また、封筒類につきま

して、全庁的に一括発注し管理をすること

で、経費の節減と不要な在庫を生じないよ

うにということで、やらせていただいてい

るものでございますので、そこに記載の物

品については、消耗品というふうにご理解

をいただけたらと思っております。 

 決算書のほうにご報告をさせていただ

いております一覧の物品につきましては、

かねてより当該年度に所有をしておりま

す備品のうち、５０万円以上のものを重要

備品という位置づけで、その品目の明細、

増減を毎年、決算資料の中でご報告をさせ

ていただいている次第です。 

 ご質問にございました空き缶プレス機

でございますが、こちらのほうは、平成１
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１年６月に環境業務課のほうで購入され

ました自動選別機付きの空き缶プレス機

でございます。 

 また、ハイビジョンテレビ６台でござい

ますけれども、こちらのほうは、防災管財

課のほうが寄贈を受けられたものとして

所管されておりますものが２台、文化スポ

ーツ課で購入されましたものが１台、生涯

学習課で寄贈を受けられましたものが３

台となっております。 

 それから、指定金融機関の行数及び銀行

検査の件でございますが、現在、本市の指

定金融機関ないし収納代理金融機関とし

て、公金の収納事務をお取り扱いいただい

ております銀行につきまして、指定金融機

関を含めた行数で申し上げますが、都市銀

行が４行、地方銀行が５行、信託銀行が１

行、信用金庫が３行、信用組合が２行、農

協が２行、労働金庫が１行、ゆうちょ銀行

が１行ということで、総数１９行となりま

す。 

 銀行検査につきましては、地方自治法施

行令第１６８条の４第１項におきまして、

「会計管理者は、指定金融機関、指定代理

金融機関、収納代理金融機関及び収納事務

取扱金融機関について、定期及び臨時に公

金の収納又は支払事務及び公金の預金状

況を検査しなければならない」と規定をさ

れております。毎年、当該年度の指定金融

機関には必ず足を運ばせていただいてお

りまして、そのほかの銀行については、お

おむね２年ないし３年で一巡をするよう

な形で、毎年６行程度を抽出して、順次銀

行検査を実施させていただいているとこ

ろでございます。 

 銀行検査の方法につきましては、実際に

職員が足を運ばせていただきまして、取り

まとめ金融機関となっております銀行の

支店のほうで、日計報告書、預金通帳、納

付書等の金融機関控えなどを相互に突合

させていただいて、公金の収納事務が適切

か否か、小切手の支払いや口座振替の方法

による支払い、その他支払いが適切に行わ

れているか、公金に係る預金の受け払いが

適切に行われているか等々、実際に質疑応

答等をさせていただきながら、検査を実施

させていただいているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 門川局参事。 

○門川選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 私

のほうから、選挙の関係について４点ほど

ご質問あったかと思いますので、ご答弁さ

せていただきます。 

 まず、選挙公営制度交付金の件でござい

ますが、こちらのほうにつきましては、選

挙運動用のポスターの作成に係る費用、そ

れと選挙運動用自動車の借り入れや、あと、

運転手、それと燃料に係る費用、それと選

挙運動用のはがきを公費負担させていた

だいております。 

 ただ、先ほどというのか、お昼から香川

委員の質問で供託金のことがあったかと

思いますが、供託物を没収されない候補に

限り、摂津市が候補者にかわりまして、契

約者に直接その費用を負担させていただ

いております。 

 内訳につきましては、自動車については、

総額でございますが、２０４万７，１１０

円、燃料については２２万８，５２７円、

運転手につきましては１５５万７，５００

円、ポスターについては６１５万７，１６

１円、はがきにつきましては２９４万８，

８４４円、これで合計１，２９３万９，１

４２円、これは決算書のほうに記載されて
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いるとおりでございます。 

 それとあと、補正等でかなり高額な減額

をさせていただきました。これも当然公費

負担の関係もございますが、事業に当たり

まして精査をさせていただいた結果、かな

りの大きな額が生じたということでござ

います。 

 平成３１年度の予算につきましては、そ

ちらも吟味しながら、できるだけ適正な形

を今考えて、予算要求してるところでござ

います。 

 次に、マニュアルの件です。こちらのほ

うも、委員から３月の予算審査の中でご指

摘いただいた選挙事務用の管理マニュア

ル、これにつきましては、９月末で一応完

成させていただいております。これが、私、

今、手元でこちらに持っているものでござ

います。これにつきましては、来年度、実

施予定の選挙の前に、事務局スタッフ体制

をしっかり強化しながら、リハーサル等も

行い、選挙管理事務を執行してまいりたい

と考えております。 

 それと次に、管理職員の特勤手当の詳細

についてご説明させていただきます。 

 こちらのほうは、一般職の職員の給与に

関する条例が平成２８年第１回定例会で

可決していただきました。こちらのほう、

第２１条によるんですが、これで平成２９

年９月１７日に執行いたしました摂津市

議会議員一般選挙では、課長級職員が延べ

４名、時間としますと約５０時間でござい

ます。課長代理級職員においては延べ８名、

約８４時間で、合計１２万３，７５０円の

支出をいたしております。 

 それともう一つ、これが衆議院議員総選

挙のほうもございまして、こちらのほうは

課長級職員が延べ２人、約２８時間、課長

代理級職員については延べ５名で、約８１

時間で、７万８，０００円の支出をしてお

ります。 

 ただ、衆議院議員総選挙につきましては、

期日前の投票、これが１１日間ございます

ので、それで、土曜日、日曜日、この分の

休日について支出したものでございます。 

 続きまして、明るい選挙推進協議会の関

係です。こちらのほうは、明るい選挙の啓

発事業に強力に推進した選挙人の政治常

識の向上に努め、理想選挙の実現を図るこ

とを目的に、ボランティアの団体としてさ

れております。設置されたのは昭和４０年

と聞いております。 

 昨年は、摂津市明るい選挙推進ポスター

コンクールの作品の審査、また、摂津市議

会議員一般選挙関係で、市内の駅とか、あ

と商業施設において、啓発物品を配布して

いただいたり、そこで投票への参加を呼び

かけていただいておりました。あと、衆議

院議員総選挙においても同様に参加して

いただき、私どもとしては大変助かってお

ります。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 豊田事務局長。 

○豊田選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 それ

では、私から、監査に係ります２点のご質

問にご答弁申し上げたいと思います。 

 まず、１点目の財政援助団体等の監査で、

シルバー人材センターに係る分で、指定管

理者の点数とかなり乖離があるというこ

とのご指摘でございます。 

 私どもの財政援助団体等に係る監査に

つきましては、補助金が補助目的に沿った

事業をされているかどうかということと、

あと、公の施設が法令等に基づき適正に管

理され、協定等に基づきされているかどう

かについて、シルバー人材センター、また、
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市役所側の担当課の書類を提出していた

だいて、その書類の中で確認させていただ

いているところでございます。その中では、

特に問題ある点がなかったことから、適正

に処理をしていただいているということ

での報告をさせていただいたところでご

ざいます。 

 続きまして、行政監査の起案書の一部公

開、時限公開、また、非公開についての考

え方でございます。 

 この分につきましては、起案書の起案時

におけます公開をどのようにするかとい

うことでの行政監査を実施させていただ

いております。これにつきましては、市民

の知る権利を広く尊重しなければいけま

せんので、当然公開すべき点については、

広く門戸を広げていただきたいと。また、

個人情報等がある分については、非公開で

あるとか、一部非公開でしてもらわないけ

ないということから、この監査を実施させ

ていただいたところでございます。 

 この監査につきましては、定期監査と並

行して実施させていただきまして、その中

で、委員がご指摘のとおり、まずい部分が

ありまして、監査のほうからはその都度注

意させていただいているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩します。 

（午後２時４６分 休憩） 

（午後３時 ６分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 三好委員。 

○三好義治委員 それでは、政策推進課か

ら質問していきたいと思います。 

 臨時福祉給付金並びに過年度分の国庫

返還金、非常に多いという話をさせていた

だきました。他市の実態も含めて聞かせて

いただいたんですけど、実際に、摂津市は

平成２６年度から専任の担当を置いて、給

付金事業をやられてきました。その当時の

ことを考えると、本当に申請者が少なかっ

たいうのが、一方では非常に残念やったん

ではないかと思っております。 

 ただ、この事業は、そういうことで速や

かに終わっているんで、この点については、

ご苦労さんでしたというぐらいしか言え

ないと思います。 

 事務報告書の関係は、平成２９年度は休

日窓口開庁受付等の件数だけで、前年度も

同様ではないけども、１ページだけやった

と、私は、政策推進課につきましては、業

務が多岐にわたっている中で、例えば総合

計画の庁内会議、それから、行革推進チー

ムの庁内会議、部長会議、いつ開催されて

というようなこととか、今の臨時福祉給付

金のその実態というのは、対象者、申請者、

給付者が何名あったとかいうのを記載す

るのが本来の業務内容であるし、政策推進

課として、皆さん方に発信していく中身で

はないんかなと思いますんで、だから、こ

ういった事務報告書の過去こうやったか

らこれでええんではなしに、改めて充実し

た報告書に政策推進課が発信せなあかん

と思うんですよね。そこの一番発信しなけ

ればならないところが、違う角度で１ペー

ジいうのは非常に残念やなと。こういった

ことはまた次回に生かしていただくよう

にお願いします。 

 それから、指定管理者制度の委員報酬に

ついては、もう一つ、ようわからない部分

がありますね。やっぱり予算の立て方で、

選定委員の報酬なんやからね。今、指定管

理者は過去３年で更新しているところも

あれば、これから５年に一斉にそろえてい

くときに、その時点でやっぱり選定委員会
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が開催されていくはずやのに、平成２９年

度、１６万６，０００円計上して、一回も

開催してないというのはどうも合点がい

かないと思います。この点についてはね。

これは、今後、またその部分については検

討していただいたらいいと思います。 

 さらに、先ほど指定管理者制度の細かい

話で、もう全て要望ということにしておき

たかったんですけど、１点お聞きしたいの

が、例えば、せっつメモリアルホールが施

設管理公社に指定管理をされているんで

すね。この中で、よう今後、気をつけてい

ただきたいと思いますのが、個人情報保護

法があって、この文言の中にもありますけ

ど、１階のその事務室には個人情報が数多

くあるんで、その分については、事務室の

施錠を徹底したいうのが指定管理者側の

回答なんです。一方では、市の評価はこれ

４になっておりまして、この中身が、部外

者の入室を禁じているとか、個人情報の適

切な管理が実施されていたいうて、非常に

評価が高いのに４になっている。 

 ここで言いたいのは、庁舎管理の中でも、

葬儀連絡とか掲示をこの１階でしてて、そ

れを見ただけで、議員が葬儀に行ったとか、

１階の事務所に電話連絡を入れて、それを

聞いて葬儀に行ったとかいうようなこと

を聞くときがあるんですね。だからそうい

った部分での個人情報管理というのを再

度徹底していただくようお願いしたいと

思います。例えば、電話での問い合わせが

ある場合、親戚からの電話の問い合わせな

のか、誰からの問い合わせか、ようわから

んところがあります。こういった事情も聴

取していってほしいと思います。 

 それと、人事課で、結局、その休日出勤

をされて、振替休日にするんかということ

ですけど、参考までに、秘書課、せっかく

課長がいてるんで、市長は年末の新館７階

講堂でご挨拶するときに、やっぱり５００

件前後、市民のところに行ってご挨拶をさ

れていると。我々見ておっても、やっぱり

土曜日、日曜日、仕事をされて、大変皆さ

ん方はご苦労されているんですけど、あな

た方のその土日の出勤状況の中で、振替休

日をとった実績があるのかどうか、お伺い

いたしたいと。 

 先ほど、人事課長から伺ったのも四百数

十件、対象者は三百数十人、時間掛ける人

数で見させていただいたときに、二人しか

振替休日をとってないんですね。全体的に

言うたら９９％の人がそれをとってない

という状況になっているんです。これはや

っぱり幾ら公務員だというても、やっぱり

健康管理もやらなければならないし、働き

方改革もやらなければならないと。そうい

ったところで、秘書課の現状を教えていた

だきたいと思います。 

 それと、技術職の養成、私は具体的にも

う来年度からこれをやっていきますとい

う回答がいただきたかったんですけど、今、

技術職で、我々、過去から言うてきたのは、

それなりに資格を持った方はいてるんで

すけど、電気とか管の工事いうのが非常に

難しいという中で、そういった電気も、第

二種、第一種、昔でいう電気工事士、電気

主任技術者、今言われる第三種、第二種、

第一種、そういったところの資格いうのは、

今、民間ででもいろんな形で取りにいかせ

ているんですよ。だから、いかに有資格者

をふやすかということに着眼していただ

いたらいいと思うんですけど、その辺の考

え方はどう思われますかね。 

 それと、労働安全衛生事業も、昨年も同

じような質問をしながら、それが一個も進

化してないんですよ。だから、ことし、改
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めて質問をしたら、答弁は去年と同じ、私

も去年と同じ質問をしているけど、答弁も

去年と同じ答弁、我々は質問する側ですか

ら、この１年間、平成２９年度で、どれだ

け皆さん方が職員の災害防止、安全確保の

ためにやっぱり努力してきたかいうこと

です。この意気込みがなかなか伝わってこ

ないんです。だから、本会議場でいつも損

害賠償に係る議案が毎回というてええぐ

らい出てくる。ひどいときには年間に８件

から１０件ぐらい上がったときもありま

す。これを口酸っぱく本会議場の中でも言

ってきました。人事課が予算を持ってても、

誰か現業の中でやらなければならない

方々が中心となってこのことを推進して

いかないと、やっぱり事故がなくならない

の違うかなと。改めて、現在の安全衛生管

理責任者が、今、誰であって、組織はどう

なっているんか、もう一度答えていただけ

ますかね。 

 人権女性政策課につきましては、一般寄

附で１者、１団体、人間基礎教育で使って

くださいと言われて、目的寄附として窓口

へ持ってこられた。歳出を見ると、そこの

部分の人間基礎教育の事業に対して使い

ましたいうのが一個も出てこないんです

ね。 

 先ほど、ちょっと見させてもらった印刷

製本費で六十数万円が人間基礎教育費と

して使用されましたとなっているんです

けど、目的寄附で１１５万円あるんやった

ら、それプラス一般財源を加算して事業を

推進するんが、寄附をされた方の思いを事

業に展開することになると思うんですね。

それが一般寄附の総額よりも少な目に事

業運営をしてて、実際に寄附をしていただ

いた方の意思がこれに反映しているんか

と思うんです。 

 だから、総務課の中でもふるさと納税と

か、一般寄附、目的寄附とか、いろいろ話

をさせていただきました。そのときに、ふ

るさと納税でいただいた方々については、

今後、それをベースにしながら、寄附者の

思いをそこに伝えていく事業をしていき

たいというご答弁もいただきましたけど

も、だから、この寄附の考え方について、

その事業推進に対してどのように思われ

ているのか、改めて聞きたいと思います。 

 それと、委託事業、先ほど監査から指摘

を受けた部分で、千里丘新町につけており

ます人間基礎教育の看板の周辺の除草、こ

れはあなた方が直接委託するのが本当に

適切なのかと思うんですけどね。除草の委

託を水みどり課にお願いして、水みどり課

が発注して、実際に支払ったのが人権女性

政策課ということで、水みどり課で予算を

持ってもらってたらよかったのと違いま

すか。どういう視点の指摘でしたか。そう

いう指摘の仕方というのは、いかがなもの

かなと思うんですね。 

委託の仕方という部分は、監査の視点か

ら見たときと原課が思っている部分がち

ょっと違うのですね。どういう観点の指摘

をされたのか、お聞かせください。 

 会計室につきましては、物品と備品と消

耗品の関係でね。決算概要に書いている物

品の配付というのは、これは表現が好まし

くないのではないかなと思いますね。冒頭、

お話しましたように、物品と備品と消耗品

があって、民間ならば、これが備品とか言

うて純固定資産とか固定資産という表現

に変わる場合があるんですね。その場合に、

今記載されている物品というのは、やっぱ

り５０万円以上の対象を物品とされてい

るんです。物品はね。この資料に基づいて

言うているんですよ。５０万円以上をもっ
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て物品とする。今、決算概要を見ますと、

消耗品の欄でも物品というて書いてるの

でね。細かい話ですけど、先ほども言いま

した。監査を受けると、１円の間違いでも

指摘を受けるような状況なので、その辺は

ちょっと整合性がとれるようにお願いし

ておきたいと思います。これは答弁は結構

です。 

 ただし、もう１点の物品の中で、先ほど

言いました空き缶プレス機なんか平成１

１年に福祉会館と環境センターに置いて

いた記憶があるんです。福祉会館が解体さ

れて、本当にこの空き缶プレス機というも

のは現在あるんですか。 

 それと、カーペットも、５０万円以上の

カーペットというたら結構高いものだと

思うんですけどもね。それもあるんだった

ら、こういったところは現在どこに保管し

ているのか。そういう調査もした上で、や

っぱり物品の管理を会計室がやらなけれ

ばならないと思っているんです。あるなら

ば、事実を教えていただきたいと思います。

先ほどハイビジョンテレビ６台は答弁を

いただきましたけども、でもそれは現在使

用しているのだったら、物品の管理外にな

ってくるんですね。ここに書いている状況

から見るとね。その辺をお答えいただきた

いと思います。 

 それと、先ほど言っていました指定金融

機関の中で、収納代理金融機関は、先ほど

答弁いただいて、多くの銀行と今提携して

るんですけど、未来永劫、今指定されてる

銀行が摂津市の収納代理金融機関として

現存していくのか非常に気になっていま

して、平成２９年度内で、銀行との交渉ご

との中で、課題はなかったのか。この点に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 選挙管理委員会については、もうマニュ

アルもつくっていただいたと聞きました

ので、できたら総務建設常任委員にそのマ

ニュアルを配付されたらどうかなと思い

ますのでね、せっかくできてるんだから。

そういう努力はやってきていただいたこ

とは評価します。前回失敗したのも、本当

に３月にも言いましたし、それぞれ一般質

問でもありましたけど、ああいったことが

是正されるようなマニュアルであること

を期待して、それを見てからその部分につ

いては、改めて機会をいただいて質問をし

ていきたいと。マニュアルをつくっていた

だいたのは評価しておきたいと思います。 

 管理職の特別手当について、これは、局

長も、次長も、相当な時間を要して選挙事

務に従事しているんですけど、これは、部

長級と次長級は対象外で、今言われている

課長級と課長代理級にだけ支出してるの

が管理職の特別勤務手当に該当するのか、

先ほど、僕は部長級も支給対象者と思って

いたんですけど、話を聞いたら、市議会議

員一般選挙で、課長級４名、課長代理級８

名、衆議院議員総選挙が課長級２名、課長

代理級５名という報告しか受けてないの

で、改めてその答弁をお願いしたいのと。 

 人事に確認しておきたいのが、管理職の

特別勤務手当、確かに選挙従事に関しては、

長時間勤務の中で従事をしていただいて

いますけど、先ほど、文化スポーツ課とか、

生涯学習課のかかわりの方々の土日の出

勤というのは非常に多いと思うんですよ

ね。その人らに対する管理職の特別勤務手

当が認められずに、そういった選挙にかか

わる分とか災害にかかわる分だけが認め

られていると。もともとの事の発端は、管

理職の管理職手当というのは、マネジメン

ト能力を発揮していただくと同時に、土日

祝日の出勤もやむなしの部分も一定配慮
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した中で、数年前に引き上げをさせていた

だいた。ただ、実態としては、北摂７市の

中で管理職手当というのは、摂津市は低い

というのが現状だと思いますけど、当初の

管理職手当の意味合いと現在の仕事の実

態、実際にこの管理職の特別勤務手当の特

定のところに支給してるところの考え方

について、副市長に答えていただいたらい

いと思うんですけども。 

 それから、選挙公営制度交付金につきま

しては、もともと当初予算が２，２４０万

円の当初予算で、３月の補正予算で１，２

９４万円減額されて、不用額が８５８円な

んです。適用される部分については、今、

門川参事から受けたんですけど、これぐら

いは我々も知っているんですけど、実際に

対象者が何名で、どれだけの方がこの交付

金を受けられたのかを聞きたいのと。もと

もとこの予算を組んだときに、何名の予定

で、一人当たり幾らであったのかというこ

とをお聞かせいただきたいと思います。こ

れが法制化されて、条例化された折に、こ

れは申請が必要であるために、摂津市の市

議会におきましても、これを拒否した方々

が数名おられた時代もあったんです。です

から、そういったことで、今は全員が申請

しているのかを含めて確認させていただ

きたいと思います。 

 明るい選挙推進協議会に関しましては、

できるだけボランティアでやっていただ

いてるので、今後、継続してやっていただ

くような何か配慮も考えていきながら、も

っと拡大していただいたらどうかという

ことで、これは要望しておきます。 

 それと、行政監査の分につきましてのシ

ルバー人材センターについては、それぞれ

ものの味方も違う部分があるということ

はよく理解いたしました。これにつきまし

ては、また鋭意努力しながら他の団体等の

監査もシビアにやっていただくことを要

望しておきたいと思います。 

 もう１点の行政監査について、非公開と

すべきものを一部公開としているものな

どが見受けられたというのが、これが改善

されたのかどうかというのが問題であっ

て、まず起案をする前にこれが発覚して、

実際にそれがとめられたのか。最終、起案

をして、最終チェックを監査がやられたの

かどうか。一部公開、全面公開というのが

いろいろあるんですね。やっぱり個人情報

とか情報公開というのはシビアにしなけ

ればならない。せっかくここで行政監査を

してるけども、中身がちょっと曖昧なので、

その辺を具体的にお示しいただけません

か。 

 以上で、２回目を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 資料請求がありまし

たので、後日の提出をお願いします。 

 答弁を求めます。 

妹尾課長。 

○妹尾秘書課長 それでは、三好委員の２

回目のご質問に関しまして、秘書課の勤務

の状況ということでございますが、平成２

９年度につきましては、秘書課３人のうち

管理職が２名、係員が１名でございました。

土日、それから祝日の市長の公務への随行

につきましては、特定の職員に偏ることが

ないように、この３名でローテーションを

する中で勤務を行っておりました。平成２

９年度の年間を通しまして、休日、祝日の

出勤に係る代休ですとか振替休日という

のはございませんでした。係員につきまし

ても、時間外勤務での対応でございました。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、私のほうから
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２回目のご質問に答弁をさせていただき

ます。 

 まず、労働安全衛生の取り組みの状況と

いうことでございまして、昨年度のご指摘

を受けまして、我々としても事故防止の観

点で、やはり職員にけががあってはいけな

い、また、周りの方を傷つけることはあっ

てはいけないと。そういうようなことで、

安全衛生委員会の部会として、事故防止に

ついて集中的に議論をする部会というの

を設けるということを平成２９年度に決

めまして、平成３０年度、実際にその部会

を実施いたしました。この議論の内容とし

ては、やはり事故の傾向みたいなものがご

ざいまして、具体的にどういう内容の事故

が多かったかというところの分析、また、

これに対する対応ということで、新たな取

り組みが何か考えられないかということ

でございまして、事故の状況としましては、

駐車時に構造物に当たるというのがやは

り一番多いというようなことがございま

したので、やはり車幅感覚であるとか、あ

るいは乗りなれてない方の部分の対応と

いうことで、ことしに入りましてからです

けれども、実務訓練ということを実施した

と、そのような経過がございます。 

 それと、昨年度にご指摘をいただきまし

た体制の部分で、この部分も課題の認識と

しては持っておりまして、現状、他市でど

のような体制でこの労働安全衛生に取り

組んでいるかと。そのようなことを調査し

ている段階ということでございます。これ

につきましては、今年度、安全衛生委員会

のほうで議論をするべく、作業を進めてい

るというようなことでございまして、少し

時間がかかっておりますけれども、ここの

部分の課題の認識としては持っている状

況でございます。 

 それと、安全管理者、衛生管理者等、具

体的にどの職員がということでございま

すけれども、安全管理者につきましては、

環境センターの所属長、環境業務課の所属

長ということになっておりまして、衛生管

理者につきましては、人事課職員のほうで

資格を取得いたしまして、この観点で安全

衛生委員会に臨んでいるということでご

ざいます。 

 それから、技術職の資格の問いでござい

ます。有資格者をふやす部分についての考

え方ということでございまして、現在のと

ころ、業務に必須となる資格については、

公費負担をして支援をしていくというよ

うな考え方に立っております。ただ、必須

でないけれども、あれば有効に活かせると

いうような資格について、現在のところま

だ整理ができていないというようなこと

がございます。時代であったり、本市にお

いても状況が変わってくる中、一人一人が

担う役割という部分も変化をしてまいり

ます。この部分についても資格についての

考え方を人事課のほうでも技術職のいる

部門の方との協議を行いながら整理をし、

検討していきたいと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 菰原課長。 

○菰原人権女性政策課長 それでは、寄附

にかかわります２回目の質問についてお

答えいたします。 

 寄附に関しまして、寄附者の思いに沿っ

た事業展開はどうしていくかというお問

いであったかと思います。振り返ってみま

すと、寄附をいただいた１団体につきまし

ては、とりわけ人間基礎教育を推進する看

板の作成に使用してほしいという意向が

ございましたので、千里丘７交差点に設置
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する看板にこの寄附を充てさせていただ

き、完成後、当該団体に報告させていただ

いております。 

 また、もう１者につきましては、人間基

礎教育全般ということで、ご寄附をいただ

いているところでございまして、人間基礎

教育のまち摂津をアピールするための懸

垂幕作成等の啓発物品等の購入で使用さ

せていただきました。 

 しかし、委員がご指摘のとおり、消耗品

費、印刷製本費を合わせて使用した額が９

５万６，３４０円というところで、寄附を

いただいた額は１１５万円ということな

ので、それには達しない使用ということに

なっております。寄附者の思いを沿いなが

らお話を聞いて執行しているところでは

あるんですけども、寄附金というのが毎年

いただけるのか。また、いただくタイミン

グ等もございますけども、できる限り寄附

者の意向に沿った予算の要求、執行方法等

を財政部門とも相談しながら改善等を図

ってまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 牛渡会計室長。 

○牛渡会計室長 それでは、三好委員の会

計室に係ります２回目のご質問にご答弁

をさせていただきます。 

 決算書にご報告をさせていただいてお

ります物品につきましては、５０万円以上

の重要備品を現に所管課が所有されてい

るものの名称一覧、数量をご報告させてい

ただいております。 

 先ほどご指摘の空き缶プレス機でござ

いますけれども、これにつきましては、平

成１１年６月に環境業務課が購入をされ、

リサイクルプラザ内に設置をされている

と認識をしております。 

 カーペットにつきましてですが、申しわ

けございません。カーペットについて今ち

ょっと詳細資料がございませんので、この

場でどこに設置というのはなかなか申し

上げにくいのですが、従前から施設に附帯

する緞帳であるとかカーペットやカーテ

ンについては、備品として登録をされてい

る経過がございますので、これも施設に附

帯するものと認識をしております。 

 また、文言等につきましては、今後、一

度会計室内部でも検討させていただきま

して、よりよい資料として提供できるよう

に精査をさせていただきたいと思います

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、指定金融機関に関する件でござい

ますけれども、平成２９年度中の課題とい

うことでございます。本市につきましては、

委員もご承知のとおり、三菱ＵＦＪ銀行、

りそな銀行、近畿大阪銀行の３行が輪番体

制を組んで８月１日に毎年交替をしなが

ら指定金融機関を担っていただいており

ます。 

 また、市民の皆様が直接的に納付をいた

だけます窓口といたしまして、収納代理金

融機関として、先ほどご紹介いたしました

ゆうちょ銀行を初め都市銀行、地方銀行等

１５行がご協力をいただいている状況に

ございます。つい先日も９月２７日付でし

たが、日経新聞のほうに金融庁のほうが２

６日、１０６ある地方銀行の半分が２期以

上連続で本業収益が赤字になっていると

いうような集計結果を発表しておられま

した。これについては、超低金利の長期化

で、融資から得られる利益が細り、また、

厳しい本業を担ってきた有価証券運用で

も含み益が減少して、苦境が一段と鮮明に

なっているものと解説をされておりまし
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た。指定金融機関ないし収納代理金融機関

についても、公金という位置づけで、ほと

んどの手数料を免除いただいている状況

がございます。こういった状況を含めまし

て、銀行検査等でお伺いをした折にも、手

数料の値上げ等のご要望をいただいてい

るというのは事実でございます。今後、指

定金融機関の体制も含め、金融機関の動向

というのは十分に注視をし、要望等につい

ても、派出業務等の事業内容の精査等も含

めて、金融機関と協議を重ねてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 豊田事務局長。 

○豊田選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 それ

では、私から、まず、人権女性政策課に係

ります委託の指摘についてご説明させて

いただきたいと思います。 

 私ども委託契約につきまして、契約内容

についてどのようになっているかという

ことで定期監査をさせていただいており

ました。その結果も発注書を作成してない

ということで要望を出させていただいて

いるのが今の状況でございます。ご指摘の

ように、予算との関係になりますけども、

私どもとしましては、今まで予算関係の事

業の内容にかかわりますことから、財政課

のほうで判断されるということで、その点

については見てこなかったというのが事

実でございます。また、今ご指摘がござい

ましたので、そういう観点も含めて、今後、

検討していきたいと考えておるところで

ございます。 

 それと、あと、もう１点、先般の市議会

議員一般選と衆議院議員総選挙のときに、

部長級でなぜ支給されなかったというこ

とになるんですけども、私のことになるん

ですけども、ご存じのように、昨年の選挙

事務におきまして、ああいう結果を出しま

したので、責任ある者として、そういうこ

とは控えさせていただきたいと思いまし

て、個人的な思いから支給しなかったとい

うことでご理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 山本公室長。 

○山本市長公室長 人権女性政策課のと

ころも少し触れさせていただきます。 

 委員もご存じのように、当該所管の場所

は水みどり課の所管の場所でございます。

市長公室のほうがその一部をお借りして

看板を設置させていただいていると。底地

の現時点での管理につきましては、市長公

室のほうでということになっており、予算

配分を今いただいているところでござい

ます。豊田事務局長のほうからもありまし

たように、財政課のほうと協議をしながら

来年度に向けては適正に執行してまいり

たいと考えております。 

 それと、管理職の特別勤務手当でござい

ます。これができた経過、委員もご存じだ

と思いますけれども、従前、選挙事務にお

きましては、時間外勤務手当の平均の単価

を出し、管理職、非管理職を問わず手当を

支給しておりました。やはりこのことは国

の給与のあり方と少し違いがあるという

ことで、是正指示がございました。その中

で、平成４年だったと思います。管理職員

特別勤務手当というのを国が設置をされ

ました。その中身が緊急を要する勤務の増

加に伴って、負担が明確である勤務に限っ

て管理職手当を補完する形で手当を支給

するという制度でございます。国の手当の

中に防災という言葉が入っております。 

 また、本市の場合、防災と選挙事務とい

うことでございますけども、選挙事務にも
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この手当を支払っていいというのは大阪

府のほうから国のほうに問い合わせして

いただき、府内にそういう通知をいただき、

我々としても選挙事務におきまして、管理

職員特別勤務手当を支払っているところ

でございます。 

 しかしながら、今般、働き方改革等々、

法案も出ております。我々としても、休日

勤務の振りかえについてもマニュアルを

設け、各課に周知をしておりますので、そ

のことも活用しながらこの手当について

双方の併用になる可能性はあるかもわか

りませんけども、どのような活用の仕方が

あるのか研究してまいりたいと考えてお

ります。 

○渡辺慎吾委員長 門川局参事。 

○門川選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 

 それでは、２回目のご質問に対して答弁

をさせていただきます。 

 当初予算の計上のときは、市議会議員一

般選挙の関係では、一応、３０名を想定い

たしておりました。それを単純に割ります

と、１人約７４万円という金額になるかと

思います。それで、結果的に、２７名の方

が立候補されましたが、先ほども申しまし

た供託金の関係で、２４名の方に対してそ

の交付をさせていただいております。上限

が前回の選挙のときには約７４万円とさ

せていただいておりましたが、実際に請求

されますと、５３万円程度というのが結果

として出ております。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 豊田事務局長。 

○豊田選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 それ

では、私から行政監査について、最終確認

をしているのかというお問いについてご

答弁申し上げます。 

 委員がご指摘のとおり、この最終確認に

関しましては、行っておりませんでした。

定期監査であるとかそういう折に要望な

り、注意なり、指摘なりさせていただいた

ときには、指摘先から報告をいただいてい

るところでございますけども、行政監査に

つきましては、注意をその時々にしており、

その結果については、最終確認をしてなか

ったというのが事実でございます。今後に

つきましては、そういう委員のご指摘を受

けまして、最終確認までしていくことにつ

いては、検討してまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 まず、要望といたしまし

て、労働安全衛生事業で、その安全につい

ては環境業務課の所属長や環境センター

の所属長にやっていただくと。衛生につい

ては人事課がやると。それを総括責任者が

おられて、労働安全衛生とつくんだから、

衛生と安全を統括できる方を置きながら

やられたらどうかなと思いますのでね。茨

木市にある労働基準監督署、民間であれば

そういったところのご指摘があるように

思っているんです。だから、本来、対象外

かもわからないけど、こういうような事業

を予算化しているんだったら、体制を整え

ていただいて、市の職員に係る事故をなく

していくと。さらに、衛生面でも病気を出

さないというよう取り組んでいただきた

いと思います。 

 その中で、１点は、朝の就業時間前に体

操の音楽が鳴っています。午後３時にも体

操の音楽が鳴っています。体操されている

のを最近見かけるようになったところが

一部ありまして、これはできるだけ庁内に
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広げていくような運動もされたらどうか

なと思いますし、ただ、あの音楽を聞いて

おりますと、午後３時の音楽では、窓をあ

けて換気をどうのこうのというやつもあ

るんだけど、今この新館庁舎は、排煙窓し

かあけられないから、ああいう音楽もちょ

っと変えながら、ただ、私は健康管理と仕

事での気分転換の切りかえについては、朝

の体操、それから午後３時の体操、こうい

ったことを推進していくべきだと思いま

すので、これも検討していただきたいと思

います。 

 これも要望で答弁は要りませんからね。 

 人権女性政策課の中で、寄附額よりも歳

出が少なかったと。あくまでも目的寄附な

ので、目的寄附をその人の意思に基づいて

事業執行するのが寄附をしていただいた

方への思いなので、目的寄附でいただいた

んだから、その人の思いを予算化させてい

ただきたいということはやっぱり言うべ

きだというように思いますので、来年度か

らは期待しておきます。 

 それと、僕はね、今、答弁いただいた内

容について、ちょっとゆゆしき問題だと思

うんですけどね。選挙管理委員会の管理職

員特別勤務手当で、今、豊田事務局長が昨

年の市議会議員一般選挙において、ミスが

生じたから、私はこの特別勤務手当を辞退

しましたと、申請いたしませんでしたとい

うご答弁がありました。我々、あの出来事

の中で、ミスを起こした中で、職員に対す

る公平委員会にもかけたという記憶もご

ざいませんし、職員分限懲戒審査委員会に

もかけたということは一切伺ってはない

んですね。本来、職員分限懲戒審査委員会

にかけられて、そのときの懲罰として減給、

もしくは出勤停止というのがあるんだけ

れども、こういう特別勤務手当を本人の意

思で返納、もしくは辞退というのは、あっ

てはならないものだと私は思っておりま

して、これについては、もう一度、今年度

予算ででも、あなたが悪例をつくったら、

ほかの人も全部悪例をつくられるんです

よ。これはゆゆしき問題だと思います。副

市長、ご存じでしたか。こういった手当で、

僕はもう何でもかんでも手当いただけと

は言うてないんです。そのために手当をつ

けて、自分の判断でペナルティを課して、

手当をいただきませんというのはゆゆし

き問題。これは組織として運営されてない。

この見解をお伺いさせていただきたいの

と。そのときに係った実労働時間、今から

でも私は払ってもいいと思うんですよ。あ

なたがそういったことをすると、ほかの課

長、課長代理も、当時おった当事者は、全

て返さなければならなくなると思う。実際

に仕事をしているんだから、勝手にペナル

ティなんか自分で決めたらだめや。これ回

答いただきますね。 

 それから、もう一つ、選挙公営制度交付

金については、供託金は法律によって法定

得票数を下回った場合は、供託金は返さな

いという条文があるんですけど、この選挙

公営制度交付金は、もう既に実費負担とし

て立てかえになっているので、この辺につ

いては、法定得票数を下回った場合でも申

請額として相手に払わなければならない

と思うんですけどね。これについては、も

ともと、例えばガソリンスタンドと契約す

るのでも、例えば三好個人と契約ではなし

に、摂津市と契約しながらやるんですよ。

公費として支出されるわけなんです。それ

を途中でやめて、返還してくださいという

ルールはないはずなんですよ。公職選挙法

上はね。車でもそうですよね、借りるので

も。だから、供託金を返さないのは、私が
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勘違いしているかもわかりませんけどね。

これについては、申請が必要だから、冒頭

申し上げましたように、この法律が制定さ

れて条例が制定されたときに、摂津市議会

は、何名かはもう申請しなかった。寄附行

為に当たりませんかと言うたら、これは申

請行為だから寄附行為に当たりませんと

いうような回答をいただきました。そのと

きにたしか我々調べていたのも、法定得票

数を下回った場合でも、その分については、

公費として支払う義務があるようなこと

を伺った記憶があるんですけどね。 

 質問は以上ですから、今の特別勤務手当。

それと今の選挙公営制度交付金、２点お願

いします。 

○渡辺慎吾委員長 ちょっとその前に、先

ほど三好委員の質問があったように、組織

としてそういうことが成り立つかという

ことをきちっと検討した上で、豊田事務局

長はやっぱりやらなあかんわけであって、

我々みたいな議員とか市長というのは別

にして、その判断はちょっと軽率やったん

違うかね。委員長としてそう思いますので、

その点を踏まえてご答弁いただきたいと

思います。 

 副市長。 

○奥村副市長 そしたら、私のほうから選

挙にかかわりますご質問に対してご答弁

申し上げます。 

 先ほど三好委員のほうからありました

ように、管理職員特別勤務手当、私も事務

局長に対して出てないというの初めて知

りました。本来でしたら、ご指摘のように、

仕事の対価として、当然支給をされるべき

と思います。ただ、要は、返納したから、

その責めを免れるということにはならな

いと思っております。たしか、昨年の１０

月だったと思うんですが、選挙管理委員会

のほうから依頼がございまして、この問題

について懲戒審査をしていただきたいと

いうことで、職員分限懲戒審査委員会の委

員長である私と、それからそれぞれ委員が

集まっていただいて、それぞれ過去の懲戒

処分の実例を踏まえながら、どういう処分

がいいかということで一応決定をし、文書

注意、あるいは口頭注意でそれぞれ懲戒処

分をしたところでございます。 

 それと、この特別勤務手当なんですけど

も、ちょっと古い歴史にあるんですけれど

も、本来、管理職員は、時間外手当は出な

いと。ただし、特別の場合については支給

してもよろしいという項目があったと思

っています。その場合というのは、やはり

災害とかそういう分については一定支給

をする。ただ、管理職であれば、時間単価

も非常に高いということで、一応、申しわ

けないですが、定額でそれぞれ災害の分に

は、時間によっては定額を支給するという

のが実態でございます。 

 一方、選挙にかかわる部分については、

過去、時間外手当、あるいは選挙手当が出

ていたときがありました。管理職について

出ていたときがありました。たしか、奈良

地裁のほうで、それは違法な支出というよ

うな判決が出た記憶がございます。それら

を改めまして、本来、選挙管理委員会の管

理職については、ふだんの選挙事務につい

ては、当然、時間外手当は支給してはだめ

だということで、一定のその経費について

は管理職手当に含まれていると理解をし

ておりました。ただ、通常の選挙事務以外

に、選挙の当日とかあるいは前日、これは

他の管理職と同じように通常の管理職手

当には含まれていない経費であろうとい

うことで、特別勤務手当の分が現在残って

いるのではないかなと思っています。ご指
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摘のように、それぞれ個人によって返納と

いうことではなしに、それはそれで当然支

給の権利として、やはりきちっと受けれる

ように、それは受けていただけなければな

らないと。ただ、懲戒処分の分とはまた別

の扱いとなろうかと思います。 

○渡辺慎吾委員長 豊田事務局長。 

○豊田選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 公費

負担の分のご質問で、供託金を返さないこ

とについてどうなるかという話なんです

けども、これにつきましても、公職選挙法

で、先ほどの一定票数をとれなかった方に

ついて供託金を返さないと。この方につい

ては、ポスター等々の公営費については除

外されるということになっておりますの

で、３名の方については出てないというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 まず、特別勤務手当の関

係で、副市長から答弁をいただきましたけ

ど、やっぱり私はもう一度言いますけど、

組織運営上、個人の判断で受け取らない、

受け取るという判断というのは間違いだ

と思いますのでね。副市長、またしかるべ

き処置をしていただくことをお願いして

おきたいと思います。これは組織上の問題

ですからね。気持ちはわかりますよ。でも、

出過ぎたことをし過ぎましたということ

は指摘しておきます。 

 もう一つについて、私の解釈は、法定得

票数をとってない方につきましては、供託

金は返していただくという、それを除外す

るということは、今の言うてる公費負担の

部分ね。街宣車とかガソリン代を除外にす

るということは、返すという解釈にとられ

るのと違うかなと思っているんです。その

分はね。これについては時間がかかるので、

きょうはこの程度にとどめておくので、改

めてその解釈を報告をいただくことをお

願い申し上げて、私の質問を終わりたいと

思います。 

 以上です。 

○渡辺慎吾委員長 村上委員。 

○村上英明委員 これまでいろいろと質

疑もされまして、その分で割愛もしながら

ということを含めて質問させていただき

たいなと思います。 

 人事課で１点だけお尋ねをしたいなと

思いますけども、決算概要４０ページのと

ころで款の総務費ということで人事評価

システム構築委託料というのが計上され

ておりますけども、これは評価を給与に反

映とか、また半期ごとで上げた実績に基づ

いて業績評価ということになってくるの

かなと思うんですけども、この中で、シス

テムで行うということに当たってのどう

いう効率化ができたということでの認識

を１点だけお尋ねをしたいなと思います。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、ただいまのご

質問に答弁を申し上げます。 

 この人事評価システムの構築というこ

とでございまして、これまでは人事評価と

いうのを紙ベースでそれぞれの所属長に

記録をしていただき、人事課へ提出をいた

だくというような事務フローになってご

ざいました。このシステム導入は、ご質問

の中にもございましたとおり、全職員に給

与反映等を行うという、このタイミングで

導入をさせていただいたわけでございま

すけれども、一つは各課において、それぞ

れ評価者が一次評価者、二次評価者という

ことでおられますけれども、このあたり、

一次評価者が終われば、すぐに二次評価者
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にシステム上伝わるというような仕組み

になってございますので、そのタイムロス

というのはなくなってきたかなと思って

おります。 

 もう１点は、人事課において、全職員の

人事評価を集計するということになるわ

けでございますけれども、紙ベースの際に

は、これをデータ化をしないと給与反映が

難しいということでございまして、これは

非常勤職員の方に担っていただいてまし

たけど、１週間ほどかけて全職員の評価を

システムに打ち込むという作業がござい

ました。このシステム化に伴って、その部

分というのはもう既にシステムから吐き

出しができるということで、時間の短縮に

つながっているというような状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 村上委員。 

○村上英明委員 時間短縮ができたとい

うことであれば、その業務をほかの業務に

向けられるというか、そういうふうになっ

てくると思うので、システム化というのは

私はいいことだと思ってるので、その辺は

しっかりと消化できるような内容でのシ

ステムというんですかね。またシステムの

取り扱いをやっていっていただきたいな

と思うんですが、もう１回お尋ねしたいん

ですけども、平成２９年度の予算委員会の

折にということで、例えば自分の評価とい

うものを上司が評価をするわけでありま

すけども、それはそれで委員会のときもご

答弁をいただいたわけなんですが、その折

に下位評価をどう取り入れていくのかと

いうことで１回質問があったような答弁

になっておりました。それが今後検討しま

すよということであったんですが、それの

下位評価の考え方ですね。平成２９年度以

降で検討していきますよということでし

たので、平成２９年度に検討された経緯が

あるのかどうか、であればどういう内容だ

ったのかということだけお尋ねをしたい

なと思います。 

○渡辺慎吾委員長 浅尾課長。 

○浅尾人事課長 それでは、下位評価の件

につきまして答弁をさせていただきます。 

 予算審査の際にその答弁をさせていた

だいたとおり、平成２９年度からこの下位

評価というのを導入をいたしております。

対象が管理職、課長以上の職員を対象にそ

れぞれ部下が逆に評価をするというよう

なことでございます。この部分につきまし

ては、自己評価なり上位評価ということが

既にある状況ではございますけれども、部

下から見た視点ということで、最終、給与

反映をする際に差異がどうであるか。その

辺を補完的に見ていると。そういうような

状況になってございます。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 村上委員。 

○村上英明委員 今、民間の企業なんかも

そうでございますけども、私も十数年前は

民間でしたから、そのときは自分で評価を

つけて、上司が面談をしながらということ

であったわけです。その折にも係長なり課

長代理という役職の方等々については、下

位の役職の方と面談をして自己評価をし

ていただくというような形で、下位評価と

いうのをやりながら自分のマネジメント

を高めていくとか、技量を高めている人の

糧というか、部下も支えていただく。また、

部下も支えますよというコミュニケーシ

ョンをとっていけるような中での評価を

ずっとしてきたことが記憶としてござい

まして、ということですれば、やっぱり上

位評価というよりも下位評価のほうが私
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は重きに置いていくべきなんだろうなと

思いますので、それの評価の採点というん

ですかね。その辺をまた取り組んでいって

いただきたいなと思います。 

 もう一度、要望でございますけども、こ

の人事のことに当たっては、先日の市民税

のミスというのもございました。それはや

はりそれなりのスキルというか知識があ

る方が必要な業務というのを、多分、市民

税の関係でもあるんだろうなと思うんで

すね。その中で、例えば４月１日に人事異

動をすれば、市民税の関係というたら４月、

５月、６月が一番ピークのときだと思いま

すし、やっぱりそれなりの技術も必要なこ

とだと思いますのでね。そういうことで、

例えば、夏以降で人事をしていくとかとい

うこともほかの部署も山をどう乗り越え

るか。マンパワーでどう乗り越えるかとい

うのが必要だと思うので、その辺の人事の

タイミングというんですかね。その辺もち

ょっとこれから考えていっていただきた

いなということで、これは要望として申し

上げておきたいなと思います。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩いたします。 

（午後４時６分 休憩） 

（午後４時９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 認定第５号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 三好委員。 

○三好義治委員 特に目新しいことはな

いんですけどね、財産区財産で。ただ、や

っぱり気になるのが鶴野財産区事業で４

７７万８，０００円しかなくてね。この間

の防災管財課で集会所の管理とか地元の

集会所の管理を防災管財が一部面倒を見

ているというご答弁もありましたけど、こ

の財産区財産の鶴野会館が相当老朽化し

ているように見受けられて、昨年度を含め

て意見関係が出てきているのかどうか、僕

はちらっと聞いてたら、何か出とったとい

うようなことも聞いたような記憶がある

んですけどね。その辺の動向について１点

だけお聞かせいただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 川西課長。 

○川西防災管財課長 鶴野会館について

お答えいたします。 

 委員がおっしゃるように、鶴野会館、残

金４７０万円ほどです。ただ、収入としま

しては、駐車場収入で年間５０万円ほど上

げておられます。こんな中で、確かに鶴野

会館は老朽化しておりますし、年間の収入

が５０万円、残金が４７０万円ほど、これ

ですぐ建てかえできるような金額とはほ

ど遠いと認識しております。そんな中なん

ですけども、鶴野地区の方から、例えば鶴

野会館を市にもらってくださいという形

で、まだ何らお考えはいただいておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

ね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩いたします。 

（午後４時１１分 休憩） 

（午後４時１２分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 討論なしと認め、採決
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をいたします。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 出席者による賛成多

数。よって本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第５号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって、本

件は認定すべきものと決定しました。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午後４時１４分 閉会） 
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